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土地に関する概要調書I 
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第 2表総括表

いえfHlI'"'5-地 械 tHI '" '5 -決|行番号 行番号

I .. .æ"'~c"'" ~hr.~~c'" 法定免税点未満 | 法定免税点以上 1 
自 1 非課税地積 ! 評 価 総 地 積 | のもの l も 1ロlーやす | 総 額

| Cm')附 (m')(ロli (m')いl[ (m')(.:.) 1 {千円)附

田一般国|札口jf- -J--1!竺ど 565!57 1157611U1112 87~27 
l 宅地介在回等 10/2:01 45竺~__ 2，1 73，01 01 2三89i2，10Z421iq2j11 1MW7  

畑
一般畑 10:3'01 ← → 7五015 I 2，891 7札12410:3:1| 五240

…叶川 98，28~?:~__~!0~ι 52.3 8 9， 2，1 5 7， 3 0 7 1川 23，356.442

~I主 AE|o ; 5 ; 0 1////ゴ竺竺γ: 仰 9 札υ叩7円75，1川1川81いい0配:5州:川川11 79，6似6ω2史M仰4臼26

宅 1: li B門住守叶市z計昨沖吋|ドいい0 '“川) ' 6げ川;ふムω刈6ιωω:0かι0かι;ン~
雪|直gγ 包引10'7川i刀0____ ---------一f 7 9ηス626 1 4 l' 79ηス485 1い0乱:i川1刊!1 五引11 8，31 7 

地il!! 1!| 2目悶Vγt2 l E 8 j ι----/// 1 9 1 W 5 L 2 8 m 五607 1 附 1 38.666，0 1 6 

塩

言十 ~_: ?o | 146竺おι型1. 07竺~____~7乙竺竺8991 0:9!1h 4制 3，11 1 

回 Ifo:o 111山
鉱泉地 l~_!jJ_L プ-------- i一一 一 |1;1j1l 

沼 11:2'01 : 制 3' 川 3h :2: 11 

山|一般山林 11叫 53…;つ'，31 0，2 7 4 : 8 2，68 2: 1，2 2 7， 5 92 11: 3: 1 
一 一一一一 一一

池

38，490 

54 

林|宅地介在山林等 114:01 1.，859 1ω01 : 8 : 1ふ29311:4:11 1 48，894 

場 G5対 ( 一一十一一一一 11:51 1 

116:01 118，587 55，0371 1川 51 4五85211i6;1

t7 削 ! い ~ 7:1 
三三三」一一一一一l__一 一一一-t-一一一一一ι I

VFーデ号
1.467 

18判 i 1 0札532 1 1 0 0.5 3 2 11! 8 i 11 9 9 6，1 0 7 

種|鉄軌道用地 11[9: 01 1ふ223 I 16日 61 1 6日 611i9i11 77五759

主のfl1t!!~ 12;0:01 173，355! 1.136，5971 152! 1.136，445 12:0~1112，042，176 
I.~ ，~ ~ I: : I . ， -，--- I -- .， • --.. • -I 

一一一五一 |当 1:0 I 1 8 9， 5 7 8! 1，4 0 2，8 8 5 I 1 5 2 I 1，4 0 2，7 3 3 12; 1 : 1 I 1 3，8 1 2，0 4 2 

Eその他 12~ 2:01 3，76ふ396----------レ-------1__________12!2;1し-----
合計 1~3:01 6，230.098 115.885.1001 21ゑ638.j15_._6 6 5A_6 2 12:3i1_~~川乱083

定

法定免税点未満
のもの

(千円)付

40 

506，251 

128 

441，424 

4ス832

1 1 8 

1，7 6 2 

361 

50，073 

290 1 

1，1 24 

1，124 

1.001.672 

価 格

法定免税点以上
l諜N税K棟係準額る

のもの同-H
(千円)(ト} (千円)例

42 57 71 
836 607 

， 

1 8.1 09，21 6 3，507，361 

3.11 2 1，849 
e 

22，91 5，01 8 8，328，143 

79，581.594 1女789，085

1 7，38呪234 8，694，615 

1 3，11 6.555 13，048，376 

38，665，655 38，665，655 

148，7 5 3，0 3 81 80，1 97，731 

54 54 

36，226 35，878 

1 48，81 6 147，830 

1.177 1.177 

996，107 996，107 

773，759 773，687 参

1 2.041，052 1 1. 91ス769

13，810，918 1 3，687， 5 6 3 

， 
203.778，411 1 0 5，9 0 8.1 9 d 

-山一恥一色i...........ιM・仇.M，o..''-



第 2表総括表 (つづき)

bJ 1事 数 単位、当たり価終

分 li活在宅J
ト一一

fま定免税点、以上平均価格 ! 飯高 価絡法定免税点未満
tl 

、¥、、、
非課 税地 事数 評価総 省匝数 のもの のもの (ヌ)ー"'1 川{ロ4} 

ト一一
(リ) t界} (刈 (ヲ)1 (p) (円 )(7): (ド1)1坊• 

0: 1 ;21
'2 27 42 57 72 

1080 般田 4 7 1十一 46 7 3 
回

0:2:2 8.567 60，080 宅地介 在自等 361 5.880 214 5，666 

‘ 
一般畑 0:3:2 4 8 3 44 7 7 

畑
宅地介手E畑等 。:4:2

I • 
503 4，262 i 1 1 2 4. 1 5 0 10，570 3 3， 7 5 0 

一 一。:5:2
正ど正/三こ三こ/一こプ一/ー

2-5，5441川5781 1 142 

L三 5，406 16，662 1 8ス964

宅 周地 住一宅!日泡般 0:6:2 呪210i 5 史205 1 5，2 4 4 100，608 
非住 個人非住

0!7:2 4，44 3 I 2 5 4，418 16，447 189，319 宅 ifJ 地

地 書士禍l 法人 非住 0:8:2 2，2 1 7 I 5 2，21 2 20.206 1 8司319宅用地

計 0:9~2 3.60 1 41， 418 177 41.241 1 7， 2 4 0 189，319 

温 回 1! 0:2 

鉱 泉 地 1: 1: 2 

池 沼 1:2:2 4 4 29 1 2 2 

山 一般山林 1:3!2 ， -， 303 1，38 3 1 84 1， 1 9 9 29 3 2 

Lー」ト
林 宅地介1f.I)J林等 1: 4~ 21 8 2 1 8 1 引13 4 1 2，88 0 

ト一一 一_.-ー

牧 場 1:5: 2 
ド一一

l怠 野 1:6: 2 9ろ 2 6 6 7 2 7 3 0 
ゴノレフ場の

1i7:2 用地
維

遊用園地等地の 1 8 11，040 1:8: 2 1 8 9，908 

E‘ 種

1; 9:2 鉄軌道用地 1 4 3 579 579 4.668 10，800 
一一ー一一 一地

雑そ の種他地の 2:0:2 182 3.497 3 8 10，595 59， 696 3，459 

書十 2; 1:2 325 4，094 3 8 

----------
_______-呪8/4/5/ 

一4/互/主ごA/1二_Q_ そ の 他 2:2.2 1 0，1 9 0 

---------------------合 高十 2:3:2 1 5，3 7 9 5 7， 3 5 0 757 56，593 1 2.89 1 

-3-



第 3表 所有者区分による土地に関する調

円ι!刊号 個

所 有 者 数 地 繍 決 〉主 価 絡

(人人)付)|| (m益人)付 || 

ー一
法 人 個 法

人 (判|a 法
人

(人)(ロ)i (m2川斗 (千円) ( T刊)付

一 般回
t 1!1 

， 
回

宅地介在国等

日2:0日
一 般畑 。:3:

畑
宅地介在畑等 a 

住宅周地 小住住一宅宅規用用 模地“ 地
0:50 

宅 。:6・0

非地住宅用 偶人 非住宅用地 0，70 

地 法 人非往

0 : 8 : 0 !~ 401 :~(\.% 宅用 地

計 09JO| F 

海 回，

鉱 泉 地 1: 1:0 

地 沼 1 :2:0 2 1.7881 7 5・ 45， 9 

山 一般山林 f3:0 392 1 6 もlも下1.06 2.8 2 2 r，0164，770 I 31.207! 5.0 1 9 

林 宅地介在山林等 1τ4:0 43 11.5471 11Z9451 3 0.8 7 3 

牧 場 1 :5:0 

原 野 1 :6:0 3 1 4 2呪305 1 4.54 7 7 5 1 426 
ゴル 7場 の

1:7 :0 用地
雑

遊用園地等 地の 1 :8:0 100.532 996.107 
種

鉄 軌道 用地 1 :9;0 6 1.6 4 1 164.115 5.585 7 6 8.1 7 4 
地

雑そ の種他地の 2:010 1. 1 2 0 96 803.257 333.188 8.866.027 3.1 7 5.0 2 5 
ー

計 2: 1: 0 1. 1 2 6 98 804.898 597.835 8.871.612 4.939.306 

合 計 2:2:0 2呪830 925 11.907， 801 3，757， 661 1 3 8.2 6 ~ 1 48 65.50~263 i' 

( (;-~{七斗も2.

-4-



第 3 表 所有者区分による土地に関する調(つづき)

~"区
地~分|行f刊

目~

謀税標 準額 2匝 数 単位当たり価格

個人

{千円)(ト)

法 人 人 Iま 人

;ヌ)

平均価絡 | 巌高価格

個人盟 |法人岱 |個 人 |法 人
判 (円)(1叫| 同 (門2J吉町(問】(711 (問】{対

56 67 77 

ー

一 般国 10j 1: 11
12 

図 l
宅地介在四等 |Oi2!1 

f 一般畑両L

la 

池

個

(千円)伊) (リ)

24 36 46 

3.50三十 1，4斗ゴ与一一 9j

宅地介在畑等 10:4:1i 8，317，0451 11，0981 4，146 i 

~I住 1m :10: 51111 4，8 3 1， 0 7 41 4，9 5 8，0 1 1 1 2 4，6 5 3 

宅 1:I;~ 用量 10~6i 11 '7， 7 2 9， 4 7 21 96 5，1 4 31 9，02 2 1 8 3 

;1gTE|oj7(1115，D48，576|///|4418J/--------1 1 6， 4 4 7 

地 1:1:^~f! !10:8!1 レ-------------138， 66 5，65 5し/--------1μ12し-------
lO! 9: 1 13 5， 6 0 8， 9 2 214 4， 5 8 8， 8 0 91 3 8， 0 9 3 3， 1 4 8 I 1 5， 6 0 1 

回 11:0: 11~--J 
地|引1I I l ← 

山 l一般 山 林 l 1i3:1j 30，859 

林|宅地介在山林等 11:4;11 11，6，957 

n
y

一
zd

4
4
-
7
r
 

n
U

一
0
0

-E

，
 

F
O

一
nuzd 

1，04 2 

68 

753 

7 3 

6，595 

44 

4 1 0，6 2 1 

108 

8，760 

7 7 

1 1，7 0 6 33，750 1 4，600 

21，257 181，169 187， 964 

16，165 100，608 49， 220 

-------1 8号319 ...---------
20，206 

---------
189， 319 

20，374 1 8呪319 1 8究319

1 5，5 4 9 

15，137 

25 

29 

10，214 

1 2 0 1 22 1 22 

1 5 7 

1 3 

501 32
1 32 

ふ50 5 I 1 2，8 8 0 1 1 1， 6 0 0 

牧 場 11:5: 1 

~ 

野 11:6: 1 

雑 lyフ場211j7(1 
遊間地等の l 
用地 11:8: 1 

種 I

原 7511 426 56 1 1 26 29 30 

996，107 

5、51 3 I 7 6 8， 1 7 4 

30 

鉄軌道用地 1:9: 1 

1 8 免908 11，040 

6 573 3，403 4，681 3，946 1 0，800 

2，639 820 11，038 9， 529 5呪696 3 2，4 0 0 

2，645 1，4 1 1 11，022 8，262 5呪696 3 2，4 0 0 

51，839 4，754 11，612 1 7， 4 3 4 1 _______ 

-------
-5-

" 

地 I %- '"品，、. i I 

語種団這 12;0; 1 I 8，7 4 2，9 9 1 i 3，1 7 4，7 7 8 

計 12!1 i 11 8，7 4 8，5 0 41 4，9 3 9，0 5 9 

合 計 12;2!115ふ331，44114呪576，752



第 4 表 宅地に関する調

~ I 

"、 区 単位行たり価格

地 ιN「番号l地 横付)決定価終 J課税原敬額J平 g品位|且宵厄柿 | 最高価格地の所在地

| (m2 )、 I (千円)， I (千円)"I 何) (円)I (問 1

商 l 繁華街-iuor----lq一一 一 _t..___.._..._._ ___ I ... r 
掌| 高度商業地区

:|…区 FEユZ正tic-;百二三日司五日~-l 1亘i i14-2-1 3 

計 10 : 4.' 0 ! 1 4 5，9 6 1 8，2 95，9354，9 7 1，3 8 7寸 5ふ8371 1 8呪31 9 1多摩平 1- 2-1 3 

ft I 併用住宅地~止 11Z68L一 山 2，4571 山口竺上 ?o 0 3 I 3 8， 3 5 5 I多摩平 5ー ト 12 

宅| 高級住宅地区 10 :60: 

:L竺主竺正ELー ふ8-5-iiJEEJ19呪453i 4ふ11 7，4リ

計 10:8:0: 6，9 7 3，2 5 3: 1 1 0，1 4 1， 9 1 0 i 4 7， 4 1 0，6 4 7 
トーー斗」ー i …-I---'---.! 

L~ 工場地区 jι9~0 1， 2 0 4， 0 3 7 2 5， 9 3 3， 5 0 7 I 2 4， 7 9 1，7竺上- 21559

， 

ー

一一一ι一一一一一

1 5，6 3 7 4 3，2 0 0 多摩平 1-5-16

1 5，7 9 5 4 3，2 0 0 多摩平 1-5-16

3 3，2 7 0 日野台 1-21-5

業 | 中小工場地区 1 :0:0 303，648 I 

ー」
l
li

，。一
auv
一

，ov
j-

j
 

a

司，-
auv
一

?3w

一

A
町

一

3，023，971 1 4，4 3 0 30，764 日野1.5 3 2 - 2 

地| 家内工業地区
区

1 : 1 :0 

i 計 P? ~ O : 1;507，685; 30，31引 951 2Z815，697 1 20，1071 33，2701 日野台 1-21-5

付| 団 地 区 11 :3ι0: 
ト一一一一一一一一一一一---.Jー十一一一一一 一一一ーーー…ーー“一一一一 一一一一一一一→一一一一一ー ザ ト 一一ー一一一一一--_.+ 一 一一一一一一一ート

総 I
地 Hす落地区 11 ;4:0 

ト一一一一一一一一一一---1→--一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一 一一一一一一一一一一一回一 切一一一一一一一十 一一一一一一一一一 I----- ----tーー ー ー ー一 一 一ー一一一一

|計 11;5:0 : 

特殊地区 |1Ml I 
合 計 11:7 i 0 i 8，6 2 6，8 9 9 1 4 8， 7 5 3， 0 3 8 I 8 0， 1 9 7， 7 3 1 

.， 
一一一 一一一一一一一 一

17，243 189，319 多摩平 1- 2 - 1 3 
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第 5表宅地等の負担調整K関する調(繍足調査その 1) 

• 
区 分 行番号 所有者数 地 積 決定価格 課税標準額 築 数

(人) (m2
) (千円) 〔千円)

‘ι I L4 6Y 54 69 80 

本則どおり(価格の4分の 1)の課税がなされたもの 0: 1 :0 13.484 ー 3.857， 920 67， 094.240 16，773.554 1呪685

上の 負担調整率1.1が適用されたもの 0:2:0 /二/三Jコフ/ /二/二/二J7 ラ三二 正-----ここ-----二 ラ三二規

0:3:0 模 記も 11 1. 2 1/ 

住 住

0:4:0 宅 以の 11 1. 3 H 3.986 917， 198 12.487.354 3.01 5.531 5.721 
用

地 外 計 。:5:0 3.986 917.198 12.487， 354 五015.531 5.72 1 

計 0:6:0 17， 470 4，7 7 5.1 1 8 7免581.594 1究78号085 2 5.4 0 6 

宅
本則どおり(価格の2分の 1)の課税がなされたもの。:7:0 6，607 1.140.689 1 7.38呪234 8.694.615 免205

上の 負担調整率1.1が適用されたもの U:8:0 

i三三三三一二 //////JfJ  r 三三二 三三二 ---------一
般 記も 1/ 1. 2 1/ 。!9:0

---------住
宅，.._ 以の 1/ 1. 3 1/ 1 iU iO 
用
鋤. 外

用
計 1 ! 1 !O 

計 1 !2:0 6.607 1.140.689 17， 389.234 8.6 94.6 1 5 9， 205 

体則どおりの諒税がなされたもの 1 :3:0 20.091 4.998.609 84.483.474 25.468.169 2 8.8 9 0 

上の 負担調整率1.1が適用されたもの 1 :4:0 

正戸---三----こ---プ----ょ------こ/三/三---------三/二/二Jア/ ----------記も 1/ 1.2 1/ 1 :5:0 

--------- --------------地 計

~ 1 :6← 。日以の 1/ 1. 3 1/ 3.986 917， 198 1 2.48 7.3 5 4 三015.531 5.721 

外 計 17 3.986 917， 198 1 2.48ス354 3.0 1 5.53 1 5.721 

計 1 :8 n 24.077 5.9 1 5.8 0 7 96，970.828 28.483.700 3 4.6 1 1 
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第 5表 宅地等の負担調整K関する調(つづき) (補足調査その 1) 

区 分 行番号 所有者数 地 積 決定価格 課税標準額 筆 数 • 
(人) ( m2 

) (千円) (千円)

本則どおりの課税がなされたもの 91 :9: 0 112 24 39 54 69 
3.3 1 ~O 2.1 8 2 597， 142 10.310.720 10.310.720 

ー
宅 上の 負担調整率1.1が適用されたもの 2iOiO ラ三二 ラ三二 三三二 J二-二dr- J 7-r-J  三三二記も 。1.2 // 211i 0 

個

以の /1 1. 3 // 22iO 833 20 0.343 2.805.835 2.737， 656 1. 1 0 0 

地 外 計 21310 833 20 0.3 4 3 2.805.835 2.737， 656 1. 1 0 0 
人

言十 2:4iO 3.015 797.485 13.116.555 13.048.376 4.4 1 8 

本則どおりの課税がなされたもの 215iO 1. 1 4 6 1. 7 0 1. 2 3 9 6.868，029 6，8 6 8，，0 2 9 3，096 
非

2i6iO 

---------------------------------三三二
そ 上の 負担調聾率1.1が適用されたもの

記も // 1. 2 // 2i7iO 

------------------------------------住 の

以の // 1. 3 /1 2i8:0 366 2 1 4，9 3 6 2，224.967 2.09 2，9 7 1 754 

他 外 言十 2!9!0 366 214，936 2，2 2 4.96 7 2，0.9 2，9 7 1 754 
宅

言十 3:0 :0 1， 5 1 2 1.916，175 号092.996 8，961，000 3.850 

本則どお bの課税がなされたもの 31110 3，328 2，2 9 8，3 8 1 17.178，749 17， 178，749 6，4 1 4 
用

312iO 三J 三//Z/Y /二/二/三/7 p二--二--二FE--7PJF4 ラ三二三J 二/二//72 

上の 負担調整率1.1が適用されたもの

記も // L 2 // 3:3:0 
地 計

以の // 1. 3 /1 3:4:0 1， 1 9 9 4 1 5，2 7 9 5，0 3 0，8 0 2 4，830，627 1，85 4 

外 計 3i5iO 1. 1 9 9 4 1 5.2 7 9 5.03 0，8 0 2 4，830.627 1，854 ~， 

言十 4，527 2.713，660 2 2，2 0 9， 5 5 1 22，009， 376 8，268 

I 

-8ー
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第 5表 宅地等の負担調整K関する調(つづき) (補足調査その 1) 

.. 
区 分 行香号 所有者数 地 積 決定価格 課税標準額 筆 数

(人) ( m 2 ) (千円) (千円)

12 24 39 54 69 8日

ー
本則どおりの課税がなされたもの 31710 4 0 1 1，913，607 3 8，6 6 5，6 5 5 3 8，6 6 5，6 5 5 2，2 1 2 

毛，..，. 上の 負担調整率1.1が適用されたもの 31810 
ど----三/三/三r ラ三二 tJ三J 三/三--ラ三二 4J/二二/二/ 

記も // 1. 2 // 3:9:0 
法

41010 以 の // 1. 3 // 

地 外 計 4: 1 :0 
人

4:2:0 401 1，913，607 3 8，6 6 5，6 5 5 3 8，6 6 5，6 5 5 2，2 1 2 計

本則どおりの課税がなされたもの 4:3:0 1 0 3 782，049 4，976，897 4，9 7 6，8 9 7 1，593 
手ド

負担調整率1.1が適用されたもの 4:4:0 /二/二イフ/ア J/////  / 三三二 ど/三/三/三/ と/こ/二/三
そ 上の

記も 。 1 .2 11 4:5:0 
金 の

以の // 1. 3 H 4!6!0 

他 外 計 4:7:0 
宅

計 4:8:0 1 0 3 78 2，0 4 9 4，9 7 6，8 9 7 4，976，897 1，59 3 

本則どおりの謀税がなされたもの 4:9:0 5 0 4 2，69 5，6 5 6 43，642，552 43，642，552 3，805 
用

負担調整率1.1が適用されたもの 5:0 :0 

三三二ラ三二 三三二 ラ三二 4JこJ 三J 三J 

上 の

記も が1.2 府 5:1 :0 
地 言十

5:2 iO 以 の // 1. 3 // 

~ 
外 計 5:3 iO 

計 51410 504 2，695，656 43，642，552 4 3，6 A 2，552 3，805 
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第 5表 宅地等の負担調整に関する調(つづき) (補足調査その 1) 

# 

区 分 行番号 所有者数 地 積 決定価格 課税標準額 筆 数

(人) ( m 2 ) (千円) (千円)

12 24 39 54 69 80 

本則どおりの課税がなされたもの 51510 23，923 9，9 9 2，6 4 6 1 45，304，775 86，28呪470 39，109 ~ 

合 上の 負担調整率1.1が適用されたもの 51610 ---------------------------------------記も " 1. 2 " 51710 ----------------------------------------以の 11 1. 3 11 518iO 5，1 85 1，332，477 17， 518，156 7， 846，158 7， 575 

計 外 計 5i9iO 5，1 8 5 1，332，477 17， 518，156 7， 846，158 7， 575 

言十 6!OiO 29，108 11，325，123 1 62，822，93 1 94，135，628 4 6，6 8 4 

4 
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第 6表 農地の負担調整K関する調 (補足調査その 2) 

区 分 行語:号 所有者数 地 f貞 決定価倦 課税標準額 筆 数

(人〕 (m2
) (千円) (千円)

1;2 24 39 54 99 8Q 

ー
本則どおりの課税がなされたもの 。:fO

上記以外 負担調整率1.1が適用されたも¢ Oi2!O 一一一一一-一 一ーー-ーーーー ーー一一-- 一一一一一一ー 戸一一一一一一

回 のもの // 1. 2 庁 Oi3iO 6 4 1 1，458，105 1 1，~_1___4.A_1_2 102，163 3，7 8 0 
小 言十

oii盆5jio 64J 1.458.105 11.314.612 102.163 3.780 
市 計 。。 641 1，458，105 1 1， 3 1 4，6 1 2 102，163 三780
街 本則どお bの課税がなされたもの

OLi盆7:O 
化 上記以外 負担調整率1.1が適用されたもの 。。 一一一一一一 一一一一一一ー 一一-一-ー一一ー 一一一一一一一- 一一一一一一一
区 畑 のもの // 1.2 // O!8iO 426 795，040 6，363.278 31，125 1，373 
域 小 言十 Oi9iO 426 79 5.0 4 0 6.363.278 31.1 25 1.373 
農 計 1川!O 426 7 9 5.0 4 0 6.363.278 31.125 1.373 
地 本則どおりの課税がなされたもの f1!O 

上記以外 負担調整率1.1が適用されたもの 1;2iO 一一一一一一ー 一一一一一一 一一一一一一 ー一一一一一一 一一一-一-一一
計 // 1. 2 // 1 :3:0 1，067 2，2 5 3，1 4 5 17， 677.890 133.288 5，1 53 

のもの 小 計
1 ¥4:0 1. 0 6 7 2.25 3，1 4 5 17.677.890 133，288 5，1 53 

計 1 !5!O 1，0 6 7 2，2 5 3，1 4 5 17， 677， 890 133，288 5，1 53 

本則どおりの課税がなされたもの 1 i6:0 

上記以外 負担調整率 1.1が適同されたもの 1 i7iO 一一一一一一ー 「一一一一一 一一一一一J ー 一一一一一一一 一一一一一一一
回 庁1.2 // 1 :8!O 7 11.378 836 607 46 

のもの 小 計
1 i9!O 7 11.378 836 607 46 

上 計 2:0:0 7 1 1. 3 7 8 836 607 46 
言己 本則どおりの謀税がなされたもの 2:1 :0 
以

上記以外
負担調整率 1.1が適用されたもの 2!2:0 一一一一一一 一一一一一一- 一一一一一一一 一一一一一一 ーーーーーーーーー-ーー戸，ーーー

外 畑
のもの

// 1.2 // 2i3:0 29 70，124 3，1 1 2 1，849 83 
の 小 計 2i4iO 29 7 0， 1 2 4 3，112 1，849 83 
農 計 2!5!O 29 7 O. 1 2 4 三11 2 1，849 83 

4島

地 本則どおり担の調課整税率がなされたもの l 2!6i日
以外負一 1. 1が適用されたもの 27:0 一一一一一一 J 一 一 一 一 一 J 一一一一一 J 一一一一一一 一一一一一

計 上記 1， 2 /1 2i8iO 36 81.502 3，948 2，456 1 29 
のもの 計 2!9:0 玉6 81.502 3.948 2.456 1 29 

計 3iOiO 36 81，502 3，948 2，456 1 29 

-11-



第 6表 農地の負担調整K関する調(つづき) (補足調査その 2) 

区 分 数

本則どおりの課税がなされたもの

|負担調整率1.1が適用されたもの
上記以外 l
田 "1. 2 " 

のもの ト一一一一

4 
日 言十

本則どおりの課税がなされたもの

|負担調整率1.1が適用されたもの
上記以外;

畑 庁1.2 // 
のもの ト

言十

計

本則どおりの課税がなされたもの

|負担調整率1.1が適用されたもの
上記以外!

計 府1.2 // 
のもの i 

| 小計

計

言十

計

行番号|所有者数|地

3: 1 10 

3:210 

3:310 

3:410 

3:510 

3:610 

31710 

31810 

319iO 

4:010 

41110 

4!2:0 

41310 

4:4:0 

415 :0 

積|決定価格|課税標準額|筆

(人) ( m') (千円) (千円)

80 

.. 

---------~I------------I------------1----------
五826

正
U
一

，

。

内

正

一

司

L

a
z
e
u
 

'

e

i

t

 

5
↑

Z
叫

32.974 
------------~------------I---------fし---------

1.456 

，

。

一

，

O

R
d

一
R
U

必
叫
・
一
必
M
『

，
.
，
 

4
E町

-

a

，.

----------主三旦2
5.282 

5.282 

24 39 54 
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648 

648 

?
3

一
?
3

0
0
一

白

O

凋
『
一

A
U守

oh
一
oh

d
O
一
，
。

必
斗
一
泊
斗

-
E

，
 

a
E
-
-
-
a
市・・

a
u
-
a
u
 

必
且
『
一

a斗

凋
斗
一
組
斗

-
E
'
 

k
d
-
R
d
 

a

曙・・
-

a

司・・

z
d
-
7
3
 

，
-
，
 

a

司・・
-

a

可・・

4
E

，-
a

官，

102.770 

1 02.770 

455 

455 

86 5.1 6 4 

8 6 5.1 6 4 

6.366、390

6.366、390

32.974 

32.974 

二云云~I~し--------------し------
03 I 2. 3 3 4. 6 4 7 I 1 7， 6 8 1. 8 3 8 I 

1. 1 0 3 2.334.647 17， 681， 838 1 3 5.7 4 4 

4 



第 7表段階別納税義務者数及び課税標準額等K関する調(補足調査その 3) 

課税標準額が 課税標準額が 課税標準額が 課税標単額が 課税標準額が 諒税標準額が

区 分 行番号 1 5万円未満 1 5万円弘上20 20万円札.1::25 25万円以上30 30万円以上50 5 0万円以上

のもの 万円未消のもの 万円未満のもの 万円未満のもの 万円未満のもの のもの

‘ 
0: 1 :0 

12 23 34 45 56 67 77 
納税義務者数 (人) 473 185 569 852 3.623 1 4，682 

決定価格(千円) 0:2:0 1，001，672 1 82，038 716.939 945，4 8 3 5.929，954 1 96，003，997 

課税標準額 (千円) Oi3iO 23.896 33，150 1 2呪940 235，497 1，443，761 1 04.065.845 

総、 地 積 ( mり Oi4D 32，645 68，684 83.675 489，137 1 4，991.321 

区 分 行番号 合 計

9 : 12 23 

納税義 務者数 (人) Oi 1 i1 20.384 

決定価格(千円) 。;211 2 0 4，7 8 0，0 8 3 

課税様準額(千円) Oi 3 11 1 05，932，089 

給; 地 積 ( m 2) 巴1 1 5，885，1 00 

2・

-13-
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第 8表 課税標準の特例等K関する調(補足調査その 4) 

1〈
地 jj 税法第:~ t 9 条の;ぅ第 ll~民 地 }j・税法第 319条の 3第 15項 地方税法第349条の 3第 16項 地方税法第349条の 3第 19項

行番号

評価額のよの微減額となる 評価額のーの額 減額となる 評価額のの額 減 額 と 念 る 評価額の の額 減額 と な る
2 課税標首長額 2 課税標準額 2 課税標準額 2 課税標準額

i千円)1 (千flj) (千円)1 (千円) (千円)I (千円) (千円)I (千円)

O~ 1:0 
12 21 30 39 48 56 64 72 80 

田

畑 。!2:0
トーーーー

宅 地 0，310 

塩 回 0!4~0 I~I 

鉱泉地 。;510
池 沼 0:6:0 

III 林 。!7:0
牧 場 。!8~0

トー一一一一一一一一

原 野 0:9:。
トー

雑干覇地 110:0 

1: 1:0 

金

-14ー
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第 8表 課税標準の特例等K関する調(つづき) (補足調査その 4) 

ト三
地方税法第349条の 3第20項 地方税法附則第 1 5条第 9項 地方税法附則第 1 6 条第 4~質 言十

行番 号

評価額のすの額 減 額 と 念 る評価額のの額 減額と念る 評価額のすの額 減額と念る 評価額のτの額 減額とプそる
2 課 税標準額 課税標準額 課税標準額 課税標準額

(千円)1 (千円) (千円)1 (千円) (千円)1 (千円) (千円)1 (千円)
9 I 

回 0' 1: 1 
12 20 28 36 44 52 60 70 80 

畑 0:2:1 

宅 地 015l1 

塩 回 014;1 

鉱 泉地 。!5:1
池 沼 0:6:1 

山 林 0'7:1 

牧 場 01811 

原 野 0'9:1 

雑種地 1，0'1 

言十 111'1 

も
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第 9表 宅地介在農地等に関する調(補足調査その 5) 

地 積 決 定 価 格 単位当たり価格

区 分 行番号 法定免税点 法定免税点 行 番 号
法定免税点 法定免 税 点 平 均 価 格 最高価格

評価総地積
未満のもの 以上のもの

続、 額 未満のもの 以上 の も の

j号今rrl(イ} ( rrl) (111') (千円)(ロ) (千円) (千円) (円) (円)

. 

宅地 介 在 田 0: 1 :01
12 

2，354 1
23 34 

2，349 45 bi t12  23 34 46 56 
5 : 1 ; 1 25.395 52 25，34'3 10，788 1 6.300 

ー

宅地介在畑 収h 3，542 3.542 0: 2: 1 47，359 47，359 1 3.371 1 6.420 
千一ー ，一一一一 ー..・ー...・ーーー・ーーー一一ー ト一一ー

宅地介在山林 0130 1 6.301 8 1 6.293 0: 3: 1 148.894 78 1 48.81 6 免134 12.880 

農地介在山林

日054Hp 
。:4: 1 

A 農 地 11.702 1 1.702 O! 5: 1 283，680 283.680 24.242 60，080 

B 農 地 06:0 635，278 1 3 635，265 0: 61 1 6，485，723 1 42 6，485.581 1 0，209 19，798 
市 田

017p C 農地 1，523，676 65，571 1，458，1 05 。;7' 1 11，820，669 506，057 1 1.314.61 2 7， 758 1 0.920 
街

言十 。:8P 2.1 70，656 65.584 2.105，072 。;8;1 1 8，590，072 506.199 18.083，873 8，564 60，080 

化 A 農地 019p 62.365 62.365 0: 9: 1 1， 0 6 6，3 8 9 1，066.389 17， 099 33.750 

区 B 農地 1:0t 1，296，403 43 1，296.360 1 : 0: 1 1 5，4 3 8，4 4 3 451 1 5.437， 992 11.909 19，402 
~H1 

11110 1!111 域 C 農地 847，386 52，346 795.040 6.804，251 440.973 6，363，278 8.030 11，580 

農
計 1;20 2，206，1 54 52，389 2，1 53，765 1 ! 2: 1 23，309，083 441，424 22，867，659 1 0，565 33，750 

A 農地 115p 74，067 74，067 1 ! 3: 1 1，350.069 1.350，069 18，228 60.080 
地

B 農地 1!4t 1，931，681 56 1，931，625 1 : 4: 1 21.924，1 66 593 21，923，573 11，350 19，798 
計

1150 1 i 5: 1 C 農地 2，371，062 117，917 2，253，145 1 8，624，920 947，030 17，677，890 7，855 11.580 

言十 116p 4，376，81 0 117，973 4，258，837 1 : 6: 1 41.899，155 947，623 40.951.532 呪573 60.080 
d 
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第 9表 宅地介在農地等に関する調(つづき) (補足調査その 5) 

課 税 標 準 額 筆 数

区 分 行番号 法定免税点 法定免税点 法定免税点 法定免税点 所有者数

絵: 額 絵: 数
以上のもの

未満の(も千円の ) 以上のf平も岡の1 未満のもの
(人)(千円)

bi1;2T2 
23 34 45 54 63 72 79 

宅地 介在回 20.603 35 20.568 1 1 1 0 1 0 

宅地介在畑 01212 44.827 44.827 26 26 23 

宅地介在山林 ~3:2 14ス907 77 147，830 82 81 51 

農地介 在山林 0!4:2 

A 農地 01512 1 41.840 141.840 41 41 20 

B 農地 0612 
田

3.242.861 71 3.242.790 1.836 1.835 482 

市 C 農地 01712 106.734 4.571 1 02.1 63 3.992 21 2 3.780 641 

街
言十 0:8:2 3.491.435 4.642 3.486，7 93 5.869 213 5.656 1.143 

化
A 農地 。!?|2 533.194 533.194 1 22 122 70 

B 農地 11012 ス719，222 225 7， 71 8.997 2.633 4 2.629 946 
区 位田

C 農地 111: 2 33.000 1.875 31.1 25 1.481 1 08 1.373 426 
域

言十 11212 8.285.416 2.100 8.283.316 4.236 1 1 2 4.124 1.442 
農

A 農地 1!3:2 675.034 675.034 163 163 90 

地 B 農地 1;412 10.962.083 296 10.961，7 8 7 4.469 5 4.464 1.428 
計

11512 C 農地 139，734 6.446 1 33.288 5.473 320 5.153 1.067 
• 

言十 1;6:2 1 1，7 7 6.8 51 6，7 4 2 11.770.109 1 0.1 05 325 史780 2.585 
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II 家屋に関する概要調書

第21表 ，納税義務者数 K関する調

瓦:------ど 行番号 総 数 法未 満定の免(人税も)点の (吋 “以法}上定 免(税人も) 点
(人) “) 

- ~の:1) の付

oj1io12 21，010 
aJ 

5 1 6 '0 20，494 
個 人 irユ?e 43 回

法 人 514 6 508 
a 

21，524 ⑦ “ 522 ③ 75210026w 杭EIl
計

， 
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第 22表紙: 括 表

区 行番号 所有者数 棟 数 床 面 積 決定価格 単位当たb価格 指示平均価額
単位当たb価格

分
指不平均価額

仏J (mを) (千円) (円) (円) (%) 

b.. 12 aJ a 39 $ 

総 数 0;1: 0 ⑦ 20，089 @ 23，734 ~ 1，823，585 @ 2 9， 1 2 4，9 3 0 1 5，971 1 5，870 1 01 
木

法未 満定 免の 税も 点の 日'2:。
~ / ③ 527 ② 533 ② 20，908 @ 23，436 1，1 21 

造

法以 上定 免の 税も 点の o 3:。⑫ 1 9，562 @ 23，201 ~ 1，802.677 ② 29，1 01，494 16，143 

② 総 数 o 4!0 ③ 4，852 6，009 ~ 1，622.620 @ 43，671， 1 79 26，91 4 26，839 100 

木造以外 法未 定満 免の 税も 点の 05:0 @ 5 ⑦ 5 ③ 39 ③ 180 4，615 

以法 上定 の免 税も の点 o 610 ② 4，849 @ 6，006 ⑦1， 622.581 ③ 43，670，999 26，91 5 

総 数 o 7:。② 24，941 29，743 ② 3，446，205 @ 72.796，109 21，124 

計 法未 定満 免の 税も 点の 08:。。 530 536 @ 20，947 @ 23，61 6 1，1 27 

法以 上定 免の 税も 点の o 910 ~ 24，411 29，207 3，425，258 。72.772.493 21， 246 (参考)

非課税 家 屋 1 0;。
---------

67 49，177 ---------1---------- 80，000 円

、
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第 23表所有者区分Kよる家屋K関する調

個人が所有する家屋 法人が所有 す る 家 屋

区 分 行番号

棟 数 床 面
積(m') 決定価(千格円) 単位当た b価格(円 棟 数 床 面

積(rr{) 
決定価千格 単位当たb価〈格円)

(円)

9 12 20 31 42 50 61 71 

木 総 数 0' 1 0 23，055 1，722.035. 28，342.498 1 6，459 679 101，550 782.432 ス705

法来 定免税点
i惜のもの 。'2:0 528 20，495 23，186 1，1 3 1 5 413 250 605 

ー」

進 法定~ t角点
013'0 22.527 1，701， 540 28，31 9，31 2 1 6，643 674 101， 137 782.1 82 ス734以上もりもしり

木
県立: 数 。14'0 4，285 372.859 1 2.633，272 33，882 1，724 1，249，761 31，037，907 24，835 

法定時!: f時点
--+--' 

進
。;5:0

以 未満，1) ~， J) 2 29 1 1 3 3，897 1 0 67 6，700 
一，←-+一

外 法定性科点
以上._I) ¥、乃

。 60 4，283 372.830 1 2.633，1 59 33，885 1，7 2 3 1，249，751 31，037，840 24，835 

続 ti OJ十 O 27，340 2.094，894 40，975，770 1呪560 2.403 1，351，311 31，820，339 23，548 

計 法 A <，(:問点 。:8:日 530 20，524 23，299 1，1 35 6 423 317 749 
来法 i情のも r勺

日向~; -1 40，952.471 19，742 2.397 1，350，888 31，820，022 23，555 以上，，';'も 。， 9:0 26，81 0 2.074，370 

合 言す

~ 分 行番号

練 数 床
面 (r積rf) 決定伽(千格円)

単位当たb価格
円)

木 数
9 112 20 31 41 

経: 011 '1 23，734 1，823，585 29，1 24，930 1 5，971 

法定免税点

来 満 の も の o 2: 1 533 20，908 23，436 1， 1 21 

造 法定免税点 o i3: 1 以上のもの 23，201 1，802.677 29，101，494 1 6，1 43 
恥」一

木 総 数
014'1 6，009 1，622.620 43，671，1 79 26，91 4 

造
法定免税点 0一「15→1一一1 

以 未満つもの 5 39 1 80 4，61 5 

外 法定免税点
0，6: 1 26，91 5 以上 ω もの 6，006 1， 622.581 43，670，999 

4 

総 数 0: 711 29，743 3，446，205 72.796，1 09 21， 124 

計 法定免税 B 0: 8: 1 536 20，947 23，61 6 1，1 27 
未満ノコもの

法定免税点。:9: 1 
以上 の ホ の 29，207 3，425，258 72.7 7 2.493 21，246 
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第 24表木造家屋陀関する 調( その 1) 

家~患の区横領 、¥分、

行 所 有 者 数 練 君主

番 法定免税点 法王F免税点
数

法'iF免税点
総 数

来 1簡のもの 以上のもの
待!

来満のも帥の l ! 以上のもの

号 (人) {イ1 (人) (u) (イ)ー{ロ)(人)付 (斗 (.:e，¥一同 f吋

9 i 12 22 32 42 2 71 
理事 一般住宅 用 1。:1 ;0 15，964 382 15，582 1呪298 l 388 1 8，9 1 0 
用

と主 農 家 問 2。:2:0 3 7 3 6 3 8 3 7 

宅 ( 1 + 2 )計 0:3;0 16，001 383 15，618 19，336 389 18，947 

共同住宅・寄宿舎 50:4: 01 949 948 1， 1 0 1 1， 1 0 0 

|阿じ住5宅分? 僧一農F 般用住家の 宅 用 a 

。:5，01 1， 1 1 9 2 3 1，09 6 1，350 24 1， 3 2 6 
併 ト一一一一一一一一一一一一ト 一 一一 一一一一一

同 用 5

日-678 1 日日D1 i | 

5 5 5 5 
一 一一

住 都介。 。
352 3 5 1 365 364 

宅
(4+5+6 ) 計(機書官陀+ついて5は10， 

1，47 6 2 4 1，45 2 1， 3 55 24 1， 3 3 1 

ー量 家 住 宅 70: 9' 0 359 28 3 3 1 367 28 339 

養 蚕 住 宅自 1 ~ 0: 0 

漁 業 者 住 宅 9 l' 1; 0 

普通旅館・料 .i;'; 待合 101: 2:。
8 8 1 6 1 6 

ホテル・簡易旅館・団体旅館 11 1: 3:。
事務所 銀 干'一T 12 1: 4: 0 

84 2 8 2 十 1 0 0 2 98 

1: 5: 0 唐 舗 13 1 8 0 3 0 1 5 0 1 8 6 3 0 1 5 6 、
'11 場 型軽函館 141! 6: 0 

~ 衆 持千 場 15. 1: 7: 0 5 5 5 3 

病 院 161: 8: 0 1 4 1 4 1 6 1 6 
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第 24表木造家屋陀関する調(その2) 

~区 積 2島分 τつ
番 法定 免税点 Ii法定免税点 i 
国| 総 数|来 i慌のもの|以上のもの: 総 数

家厚の穐類 ~ 勺 '"  (ト) I 例 I (内一例{リ}
\'----~. ~. I (rr{) ，.. I (m') ，-， I '.'(m') (明 1

~ I-=-土三三オ!111112 1.362.61ι1例 7154134ス664145241笠智工

任i実 家 用千;2i1 4.798 79 4.71 9 I 5五300

斗J+2 )計 loi引 1，367，399 1 5.01 6 1 1，352.38 3 I 24.223.1 68 
共同住宅 寄宿舎やW 160，1 3975  1 16札064I 即日17

一一 一一一

併食引一般住宅用仲 11 1 09.340 1.388 107.952 1.31ふ125

用恒三ト#!*十R1E-1竺si- 1 308 I 1.959 
q その他の用の部介 610:7:11 An7"'''' ， nA  A"''''._ 

"' 巴山， T-':':' I 1 8.308 I 91 I 1 8.21 7 1 31 9.672 
宅 一一一一一一 一一一一一一I一十寸~1一一一一 一 一一1 一 一 一一一 T 一一 一一「一一一一一一一一一-

l ~ 1 (4+5+6)計 10;8:1 1 12~956 1.479 12ω7 7 1. 6 3 7， 7 5 6 

廃家住宅 1opj15山 5i 1.81 9 5山 4 I 

養蚕食宅 8

仁三三食 ~~j ← 一 一
I 普 通旅館 ・料不・待合 10I'!z川 1.630 1，630 

「τ三ご瓦示瓦示瓦-~市円十 --. .--16Ol 一 一--T- 160 

事 務 所 ・ 銀 行

ト 一 一一 一

底 餓 1司110i111228470 8111.576  

劇場 ・映商館吋1i61川 I 
ト一 一一一 一十Tι斗一一一一一 一→ 一一 ' 

公 衆浴場
1511i 7川 77パ 777 

戸一一一- I1ー1!可 -1T---i4-~汁 ------'-'-.1 一一 示

巨匠 菌 定

法5:F免税点

来 満 の も の

糾
(平伺)

価 格

法定免税点

以上のもの

(対一例(ヲ)
(千伺)

1 8.1 86、 I2 4，1 51. 6 8 2 

40 

1 8.226 

53，260 

24，204，942 

76 I 2.593，541 

…ττ31  5，060 

84.325 

71 

1，1 36 

1.180 
一一↓一一

319，601 

nu 

司
LA

M
 

A
凶

ZJV 

正
u

a
E
g
 

111
7
11
十

|
|
寸
lz'

83，145 

単位当たり価絡

(吟 IIA I (列
(ト) I例 I (1)) 

明川 倒 I ，~， (~) I 
(円)'" I (円) ".. I (円)，-， I 

74 

11.1 091 506 11川 6

17， 7 1 5 11， 2 1 4 11 7， 8 9 8 

1ふ19611，013¥は 203

1 2.0371 767 112.182 

ふ360i Iふ360

1 2.79 9 I 7 68 ¥1 2.94 0 

1，6231 649 11，658 

26.491 

-ι一一ー

1.807 
一一一一ート一一一一一一一一一一十一一一

26，491 

1.807 

円
ζ

一

必

岬

R
d
-
n
y
 

n，
ι
一

円

，

ι

j
 

'
o
-
4
h
 

a
t
-
d
l
 

n
L

一

a
q

R
U

一
O
'

円

4
一

円

4

j
 

，。一
4
h

a

可，
-
-
a
I

，

90.993 

92.376 
，。一
nu

q
L
一

口
0

4
1
-
n
U
 

-

-

-
a
I

，
 

ヲ

r
一

，

O

A
U

一
n
y

Q
U
一

円

4

-

L

l

 

nu

一
4
h

n
y
-
n
y
 

呪31911，3551呪396

7，520 11，525 17，887 
;1 

6.474 

28.1 50 
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第 24表 木造家屋陀関する調(その 3) 

、家¥司F. ~区稀類 ~ 分
千守 所 有 者 数 機 数

番 法定免税点 法定免税点 法lF免税点 法 定 免 税 点

製臣、 数 未満のもの 以上のもの 経: 数 未 満 の も の 以上のもの

号 (1) (ロ) (イ)ー(口)十4 伺 制 (エ)ー(村(ぺ

(人) (人) (人〉

1 :9:0 
22 ，32 

8 
2 162 71 

工 ー量 電車 用 17 8 8 8 
ト一一

2'0:日 1141 1 0 6 :t- の仰の用 18 8 1 7 7 8 1 6 9 

場 ( 17 + 18 ) 言十 2:1 :0 1 2 2 8 1 1 4 185 8 1 7 7 

合
農 家 用 192:2 0 28 3 0 29 

そ の他の.用 202:3:0 59 I 2 57 7 5 2 7 3 
一

E軍 ( 10+ 20 ) 言十 2:4・0 8 7 5 一1 1 8 4  4 
1 0 5 3 102 

一骨骨件一宅 用 212'5:0 51  5 4 
士

• 家 用 222:6:0 9 9 I 9 9 
一一 ー・

そ の 他 の用 23 2:7'0 

破 (21+22+23 )計 2:8io 1 4 1 4 1 1 3 
ト一一一

付議場!一般{主定用 242:9:0[ 556 I 3 1 525 603 3 1 572 
原ヨ担 4旨

3~0: 01 家 ・ 合 ! 農 家 用 25 9 0 i 5 85 1 0 1 5 96 
(時 t_r
形市 !ぞの他の用 263:1:0! 1 4 5 ! 1 1 1 3 4 1 1 234 
録申z'-' ! 
日 1(24+25+26)計 3:2:0! 7 9 1 4 7 

1育
744 949. 4 7 902 

合 言十 る;3'01⑦ 20.089 百i 
i<<9 |② カ1

527 19.562 2 3， 7 3 4 533 23.201 
、

時 5住 +宅用 る:4;01 1 8.5 9 3 同 1 + 3 + 4 + 21 + 24 438 1 8.1 5 5 22.357 445 21.912 
上

農家用 2+5+7+8+ 

5!510 内
市7+叩 +22+25 536 3 5 558 3 5 523 

訳
その仰の用6+9+10十円+12+

3:6:0 960 54 906 J 1. 1 8 4 54 1. 1 3 0 13-十14+15+16+18+20+23+26 
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第 24表木造家 屋陀関する調(その 4) 

床面積 決定価 格 | 単位当たり価格

法定免税点 | 滋定免税点
総 数 | 来満のもの | 以上のふの

(ト) I 伺(ト)ー(升 (リ)

(J) (~) (J) 

法iF免税点
総 数 !来満のもの

伊) I 糾

(千円) I (千伺)

例
一
川
い
伺

州
W

ω一
例
問

開

削
一
川

w
m

点
の
M
W

ω
D
a
柄
、
，

免
の
川
開
閉

白
仕
上
一
ド

法

以

伊

家 5，754 

用
2112:5:1 

用ヰ2;6i1

その他の用お12!7j1

政(21 + 22 + 23) 計ロ(引 692 : 20止
l 一一一一一一-.-..，一一一「一一一一一一一一一ーャ一一一一一一一一一ーで一

付蚕場|一般住 宅用 2412:9:川 13，168 586 I 
援 室 を! ， ， 

不 ・含 | 農 家 用寸3:0:1 I 4，664 I 1 72 
(煉すs; 

m草。 !そ の 他 の 用 2613:1 ! 1 I 1 L1 9つA
s集量車乾t~ I 一一上よι一_.1-一よ一一一:刊中， - ~ 

合付燥 |い(μ…+2叩2

三一 計 |ド肘引幻引:3宇幻:1 1門⑨ペ1ω印，A8M25585 !F② 2仰 8 空
FrF F4 11ι2引~+ 2μ4 I何5引引糾i河叫4;仰!1 I ω 山 5川1 1 ス006 

一一一一- 515i11 64，478 1 2，1 37 

jお)1|11五672 I 1，765 

工 l農 用 1711:9: 1 

用 1812:0: 1 
-←十
2: 1: 1 
-←」ー

用 1912:2:1

その 他の

場
( 17 + 1 8 ) 言十

食 l 農 家

その他の 用川213:1 
ート+
2:4: 1 ! 

t奪
( 19+ 20 ) 言十

一般住宅

士

農 家

-24ー

23 34 

650 

41.336 577 
一一一一一一ー一一一一ー一_J_一一一一一

41.986 I 577 41.409 I 

1590 1- ri--2H  

1 1， 0 7 5 I 5 9 1 1， 0 1 6 ' 

1 2.6 6 5 ! 1 2 6 12.539 I 
一一一一一←一一一一一一I

187 I 20 167 

505 I 505 ¥ 

3，7 4 0 

1 50.21 5 

153.955 

'o 
af

，
 

aE' 

Z
J
 

40，650 

43，7 6 6 

830 

寸一

237 

672 
一一一斗

竺判
4.492 

1 4.689 

31.763 995 

1.802.677 

1628.429 

62.341 

111，907 

2.004 : 

40.009 

1 4.705 

8W4 7 

1 40.048 

陪
29，1 24.930 

n
7

一
n
7

凋
『
一

4

，

A
U『
一

7
3

'
一
-

n
U
一

円

L

n
4

一
'
0

4
1

・・
-
a
y

・・

，司
Q
u
 

n
4
 

842.1 62 

55 

377 

377 

36 

63 

1 7 

833 

82 

204 

1，1 1 9 

R吾

65 

3，7 4 0 1 5，754 

99 

1 7 

14呪838 1五634I 65 3 I ~.6 7 6 

1 5五57 8 I 3，6671 6 53 1 3，7 0 9 

mo  I例。 1 5371 2.022 

40，587 I五670¥1，068! 五684

4五667 1三4561 786 i 3，482 

81 3 I 4.4 3 91 8 50! 4，8 6 8 

1174113251i m5  

19 8 7 I 2.8 9 6 i 8 5 0I 2.957 

59.1 7 6 I 3.0381 1.422 !五114 

1 4.62 3 I 3.1 53 I 4 7 7 I 3，255 

85.1 30 I 5.71 7 i 86. i 5.795 

138，929 14，2751い 25i 4幻 4
o I 
2史101.49411広9711 1.121 116，143 

28.1o 0，2 7 2 11 7， 0 9 0 1 1. 1 8 6 11 7， 2 5 6 

16 0.9 8 1 I 2.5 1 7 1 6 2 6 1 2.5 8 2 

84ω41 I 7，40911，088 1ス508

e 
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第 25表木造以外の家屋陀関する調

(1) 事務所・庖舗・百貨唐

ト

コJ行|所有者数 微 数

香 世智 一数仰一日li -tF免税点 法 定 免 税 点 絞 教 法定免税点来満のもの 告さまF免税点以上のもの

満 の も の 以 上 の も の 棟 数 主たる用途 横 数|主たる用途 棟 教 主たる用途

(人) ¥11 I (人}(吋 (イ)(人一〉同付 悼 以 外 の 機 数 附|以外の棟数 伸一例付 以休の様数

i」十 一三一;一十lL 一一上，4一7一一一 i 54 1

61 

_ _ 168 74 1 鉄骨鉄筋コリリ ト造 日:1:日 1 7一十一 1 寸 3 5 I 

121日 切「- LJT 一一 一」 十ー | 14 i 
鉄 骨 造 0:針。 116 1 116 1 129 一一」|Lーー 1 2 9 

日 1 41 日 6 5 寸十- 6 5 8 1 ード ι l 8 1 4 1 
れ んJブ合ロ ク進造 :一!i:ーj:! 7-;: 十i;;i J;;1 1 +-_..-十三一一 プ

ト¥医 介|行 ! 床 面 滞 | 決 定 価 格 |単位当たり価格

'-'. 一 一一一一一 一十ー 一 一 ー四国ー 了一一一一 一ー一一一 「 一 一一一一 一→ー一一一一~一一一一一一←一一一一一→
'-.._，喬 法定免税点|法宏免税点|仕 叫 |法定免税点|法牢 免 税 点 I (ヌ} 十判 例

'，，-- = 絞 主主 |未満 のもの i 以上 のもの i肺 '" I 未満のもの|以上のもの| 7F I 5 7;;; 
衝造矧J '~号(ト) I 同 I (ト例(リ) I 同| 判(ヌ) ー 糾 ( ず ) I ，.， (川 川 同

¥"  (m2) (m') (m') (千PJ) (千円) (千円) I (円) 円) (円)
← 一一一一 一一一一 一、r--:-iけ い5 山 川 同 !67 • ' ， 771 一一一十~--j

コンクリ一卜造 1011口|ド 15，9川03 I 1 5，9刊03 1. 084.8つ1 I I 1，084，8幻21 168引 51 同68，215 
←←-一一-一一一一 … ← ↓γ;-'!--ナ「 一 十 -一 -一十-一一一一一一町一←一

鉄筋コンクリ一卜造 10:氾2:川180，465 I 80，465 ! 3五，543，431 3.543，431 1 44，037 凶44，037

鉄 一一 _. 一三~92~I==斗14竺 i 竺????? j 一一一一一I盟806 145，052L_ 同三
|軽量鉄骨造|山川 8，975 I 8975 14ス927 14ス927 11ふ48 21 11 6，4 8 2 

Lι トえ ック2|州1| 州 2 1 I ω2  1 6~308 1 I 6呪30 8 11 5，6 3 81 11 5，6 3 8 

計 ~ [11 1 5 4，6 9 7 1 5 4，6 9 7 J刷仰3 1 1 6，86竺竺J44，4 0 51 14 4，4 0 5 
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木造以 外 の 家 屠 陀 関 す る 調第 26表

c， 

室主

法$(，1，均点1:)ト グj t ~コ

慎 重宝 | キ たる嗣 途
(エ1ー{刊 (ぺ : 上I守iの練重宝

74 68 6' 

: 1 
._.__..._..一一一一十一一一一一 一一一一一一

2 

a 主たる用途

!以外の主貫教

54 

(2) 住宅・アパート(一般{下宅用)

検

途
数

明

被

噌
包
の

た
外

主

以
ー

:
申

チ干

¥ 、
'，-_ [)( 

、
、¥

¥ 

" 主 "，，. 

~ 所fJi 決 定 価 格 |単位当たり価格

不十一一一__--r-;;-(1. t~ ，~_ !手玉石日 一一一て寸法定免彬τ下$'i:F免税点 r-(;tJTつ~::;-l 問
i蛇 紋 lAl局 、)i;の: 以上 のもの | 絞 歓|未満 のもの |以上 のもの|市 山 I(可
1 1H 何 (ト1一例刊 I (:;1) ! 判 I (ヌiー 判 例 I (，ワ，) i 川 同

(m') (m2
) (m2) (判) I (桐) i (千伺) I (円) (門) I (円)

べ lbhl1J 92597J5 Ja 竺・切 J12Z31竺 7156 ld7m制 7下山50 -i-JiI 
i理 10;2:1 496.136 ; 496.136 13，44呪975I 1 3.44ゑ975127.109 i2ス109

卜一一一ーー一一一一一一一一寸ート→ー-一 一一 ~ . --一→ ー一

鉄 什 mI 0 : 3 ! 1 ' 4 5，8 7 3 

綜帯 鉄 ft 玲 lDi4j1_ 88.154 1 10 88.144 ~_~.366.248 67 2.366・181 
ト一一一一一一 一一一一一 一円4ー」 ム一一ー一一 一 -_._..- ー-- ・一一

一 I ， 

と 今;.'L一、二均三 101
5:1 61.892 ; 15 61.877 79ω1 8 : 

ト一一一一一一一一一 、叩 ー ョ 4ーよーし+←一一一 一一一一 L一一一 ー-...- ー + 守 F 山 一一一一一一↓

同 61 7 8 4.4 5 2 I 2 5 7 84.4 2 7 L~口“046 I 

'♂ 
手ー，

4宅

r，j，-

宮駅 JZ 

、、、、

I 一
件十ト終解ーノ

i 1 3.4 4 9.9 7 5 

， 

2ス109 

45.873 ! 4 0，7 3 3 

26，842 i 6.700 26.844 

12幻 6: 2.867 11 2幻 8

2 7， 1 0 9 ! 4，4 0 0 12 7， 1 1 0 

40，733 

! 796.875 

I 21.26広936

1.868.538 

43 

1 1 0 

1.868.538 i 

496可

2 百十
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第27表木造以舛の家屋花関する調

(3) 住宅・アパート(農家用)

枚 数 |法定免税点|法定免税点| 総 数

|来 j筒のもの | 以上のもの I ~ ~ I "，，，..， .， 'U.， ー __.V • I 被 数 |主たる用途

ω(イ) I (人) (c-) I ¥1はr)H I 伸 || ) I 引}-¥U/ ヤ | 伺 |以外の棟数

一コンクリート造 lr12 1 119 「 1 15 4 
コンクリ ート迭 10;2引

トー一一一 一 一 十十十一一一一一一 一 寸 一 一一 一一一←------j 一一

鉄 骨造 10:3:0! ， 
!lι 一一一一+ー 1 l 

軽 量 鉄 骨 資 10:4[0 I 1 

:ンク 1人トブで i|oi州
一 一一一 一一一一一 一 一 一

計 10;針。 2 I 2 I 2 j 

所 有 者 数 棟 数

途
数

の
一
回
刷
機

も
一
る
の

の
一
た
外

満
一
主
以

来
一

{

長
一，
a
 

税
一
数
制

免
一

定
一

法
一
線

)
凶
途
数

バ
一
用
機

ト
レ
『
る
の

ゾ

一
た

Mn

L
一
室
以

h

ヨ

-

点
寸
|
|

税
一

t
N

A
町
一

1
)

一

村

{
F

一

寸

法
一
様
仲

47 154 161 68 74 

一一一一 一一一-1-一一一一一一一一一一

2 

• 

いよ
行 l 床 面 f責 決 定 価 格 単位当たり価格

一 一一一一一-
番 l 法定免税点 法定免税点 法定免税点 法定免税点 (ヌ) や吋 (ヲ)

i 総数
以 上のもの

f"~ 数
未 満 の も の 以上のもの未 満 の も の

(ト} 同 《8刊阿1)8伺J号
(ト)ー仔.， (リ) (ヌ) (lI..j 伊}ー糾(ヲ) (ワ) I (カ)

| (ト) (升
(m') (m') (m2) (千伺) {千円) I (千円) (円) (円〉

日M1111r| 77 

23 34 .， 56 67 77 

1 8，2861 i 1 鉄骨鉄筋ヨンク'1ート造 77 1，408 1，408 
ト一一一一

鉄筋コ J ク サー ト造

トー一一一一一一 一一 一

鉄 骨造 013! 1 i 

0:4 i 1 
一一一

事告 f量 鉄 骨 造 146 146 4，606 4，606 31，548 13日 48

れ んが造 0:5: 1 
でンク 1)ート ブロ γ クzfき

言十 016 i 1 223 223 6，014 6，014 26，969 
」一一
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第 28表木造以外の家尾花関する調

(4) ホテル・病院

ドζ 二ー !ι寸 2 有者数 | 棟

I ~区 介!π 」一一一 一一一一一一一ー | 

~ ! * i 寸 法定免税バ ー免税引 絞 数 | 法定免税点来満のもの~番|仔数| ー い

~ι.~ ・ の 以上のもの~ ι| 占 | 品|I ，_ ι 【 ~' I .'" '''' .， " .， 弘 一 |機 数 |主たる用途| 横 数|主たる用途
|構造 号! ~二号 1" (1) 1" (司 | ベ一例い|明 白 | 志 外 の 棟 数 | 日|以外の機数
L ~ J (人) '" (人} ぺ(人) "^" -， '''' ~ I 

州鉄筋コ リ ー ト浩 2-EL--Lーとよ-2JD 4 
鉄骨再コ y ク リ ー ト 造 10:2:0' 20 20 22 

ームム ーー ーー ー ームーー 一 一 一一一一 一 ; 

造 10:3: 0 I 5 5 6 
斗ー←ー↓一一一一一一一一 一一一一一←---' 一一→

軽量鉄骨 造 IOi4t
O[ 4 4 I 6 

L h if 今 ~! I 0: 51 0 i 4 4 4 
7 IJ - ，..ノー， γ :2_Lム十一←- ー一一一←↓一 一 一 ー 十一一

O! 610: 3 5 j _ __ 3 5 ...J..... _ _  4_O --1-___  --'-_ __  .....1 

数

法$ヲF税点以上のもの

棟(-=)ー(材数料
主たる用途
以外の棟数

61 68 74 

2 

22 

6 

6 

4 

4 0 

寄与、 脅

ムー
苦
肉

決 価 格ト A' 床 而 積[互 分|行

喬 ! い | 法定免税点 | 法定免税点|附 品 法定免税点|法官官免税点

I _舵 叡|未満のもの|以上のもの ! 栴 制 来満のもの|以上のもの

構造別 |号! (パ 例|{ト)一例 ωI (ヌパ ωI (ヌ)ー判例
¥ 州 、" I 州 、 ! Cm2) 1 (判) 一 (例) (柄引

鉄骨鉄骨担コンク リート 造

トーコ ノクー1) _ト発 1012

鉄骨的 0:3
-~ 1-+← 一一一一一一一十一一 ー一一←一一一寸一一 一一ー . - 一一 ←ー十一一一←一一ーーー十一一一

綜景鉄骨均 0;4. 
iれん が 造 0:5
| コン ク 1)ートヱ c "ク浩U_:__

10:6 

。7
8，345 

単位当たり価格

(ヌ}

(ト)

(ワ)

(円〉

77 

《。例阿時》帥 Iド55《f制阿ヲ，}5〉8{ョ0) 

4ス134

44.746 

1 6.022 

‘' 1 0.447 

42.399 

33.380 

463.992 

78.081 

25.01 1 

2.382 

577，811 

必

品

寸

一

，

。

一

円

4

一

7
r
-
n
y

zd
一

必

且

『

一

円

4

一
凋
且
『
一

n
Y

4
1

一

7
r
一

nu
一

A
斗

一

?
3

-
:
:
:
・

7
h
一

λ
斗

一

'o-
一

nu
一

円

L

凋

斗

一

凋

U
『

一

4

6

-

4
・

・

一

凋

斗
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第29表木造以外の家屋陀関す る調

(5) IIUI・娘楽場用等のホール型建物

I ~ - - I鍔 |所有者数 ! 被 数
I "- - - 区 分 行 1

I ~ 番|絞 数! 日 間 点 | 日 間 点 | 舵 数 | 法定免税点付のもの ! 法律問点以上のもの

|岨 世 ロ~ I I "'- VA 来満のもの|以上のもの|傾 数 |主たる用途| 棟 数|主たる用途| 棟 約|主たる用途

い脅 浩 司! ~!号 ，.， (イl! ，，， (吟 I(イ)ー(ロ)付| 同 |以 外の棟数| 帥 !以外の機数 f 'i;)-(:T-) -N I以外の棟数
I~ ...， (人}円" (人) n I (人) I "'̂'..，，'" """ I 

鉄骨鉄筋コンヂリート造 fai1 iO 1

12
-- i 

鉄供コン ク リ ー ト 造 10:2:01 

。
十一一一一 一一一一一一ー一一←一一一一」一一一一一一一一一一

鉄 骨 造 10i引か
極 量鉄骨捲 |OM!ol l i i 

u デリートブロ バ 屯 I~i -j-I 一一一斗ーー一」一一-L一一一一 一 一 一一
れん が き 10:5:01 

計 |0140;
→一一一一一一一一一一一一

ト¥伊 介
床 商 積 決 定価終 単位当たり価格

|法定免税点 | 法宏免税，占 1." .... I 法定免税点| 法 管 免 税 点 ( ヨ )

【

総 数|未満のもの|以上のもの|総
数

|未満のもの| 以上のもの|百

番

情的、号
l卜) I f刊 (ト)一例(川 (ヌ) I 刷(ヌ}ー判例(ヴ1

" - - - ( r r f )  " 
(ぽ) (m2) I (千円) (干州) (千刊) I (円)

19' ! 
" 

'23 ~4 1.~ [56 167 

鉄骨鉄修ヨンクリート造 10:1 : 1 !‘ 
77 

い ふ ー戸 一ー ~-，~Î:十{ートー ー 一 一 ー 十一一一一一一ナ ー i 一 一一「 i 
鉄惨コノク:)ート造 10:2;1

1 

鉄 骨 造|日間1: ! 
一一ι 一一一一一一一一一一・ー 一一一 ー→ー一一 ーーーーー一 ーム一一一一一一一一一一一一一一一一一一--釦一一一一---一一ー一一

綜最 鉄 骨 造 I0!4 i 1 ! 
ト一一一一ーで一一一一一一→一一 一 l 

れ んが 造 10:5:1 ; 
2J ク :)ートプ口 J ク浩 I : 

計 loi6111|

問 1 (:月

( 効 ( ヨ )

(円)(丹}

j 
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第 30表木造以外の家屋陀関する調

(6) 銀行

いこ
行 f事 有 者 数

番
事争 数

日免五日目免税点

来満の ιの| 以上のもの
棟

号 (人) (f) (人) (ロ} (イ)( 人ー) (ロ) (ぺ

1~ 19 26 5 

は骨宇土筋三ンクリート造 。:1:口 2 2 

件筋コンク I) ート捲 。:2: 0 5 
一一一一一一一

鉄 骨 コ全 。:3: 0 

事事 号 鉄骨 1-aE h ol4!o 

れ t が 造 0: 5: 0 
コンア I} ートブロソク造

雪.j. 0: 6:0 8 8 

構¥造 ヌ別 "-... 介

行 床 前 積

番 法定免税点 法 $ 免 税 点
経 数

以上のもの未満のも の
号

(ト)一例 (リ)
(m2) (ト1 (升

(nf) (m2) 

b1111J 
23 I ~4 

鉄骨鉄筋コンクリート捲 1，904 1， 904 

鉄筋コンクリート造 日:2:1 3，463 3，463 

鉄 骨造 0:3: 1 231 231 
ー一一一

棟

専を 数 法官官免税点来満のもの

棟
数(ホ}

主たる用途

以外の棟数 以 外 の 機 数

47 54 

81  

決 定 伽 格

法定免税点 法 定 免 税 点
経‘ 数

未満のもの 以上のもの

(ヌ) 0-l {買)ー糾(到

(千円) (千円) (千伺)

67 

21 0，373 21 0，373 

1 48，075 1 48，075 

25，957 25，957 
ト一一一

曜主 号量 鉄 骨 造 014j1 
I 

一一」
t"l. λ tJ.; f豊 0:5: 1 

トー『ン 7 ')-トウロノク造

0:6! 11 5，598 5，598 384，405 384，405 

-30-

数

法$*税点以上のもの

棟(.:.)ー{対主主付
主たる用途

以外の機数

61 68 74 

2 

5 

8 

単位当たり価格

(ヌ) いh (ヲ)

(ト) 例 (リ}

(ワ) (カ} (司

{円} (円} 〈円}

77 

110.490 110.490 

42759 42759 

112368 112368 

， 

68668 68668 



第31表木造以外の家屋 K関する調

(7) 工渇・倉庫(農家用}

〉ベ1i

所 有 者 数 棟 数

総 数
法定免税点 法定免税点 紙、 数 法A'免税点未満 の もの 法5F呪'f時点以上のもの

来 満 の も の 以上 のもの
棟 重主同 主 た る 用 途 棟 数件1 !1 主たる用途 棟(.:::.)-(;刊主主付

主たる用途

(人)川 (人) (司 (イ)( ー人) (ロ) 付 以外 の 棟数 以外の棟重宝 以 外 の 械君主

市:1i012
19 

純 一一一斗7一一一一-品LE-一一一一」斗r L 
66 74 

鉄骨鉄筋コ ンク リート造

一十一。:2:0 一 一
鉄 筋 コ ンク リー卜造 斗 1 ← -1 1 品」
鉄 骨 進 0: 3:0 

oi410 
ト一一一一一一一一一一

事事 • 鉄骨 造 4 

れ ん が造 0: 5:0 1 1斗 ~-
コンクリートブロ y ク造

言十 0: 6io 6 一丁三丁一-l一一一-J

行番号叫一川

分

¥一
三一造

¥
1

一

川

一

リ

区

¥

月

一
U

一
・

ト川」山
一ぃ

床 面 積 決 A: 例 格 単位当たり価格

続 数
法 定 免 税 点

未満のも の

(升
(m') 

法定免税点 二日IFt(5引LlFJ[E
1
45 

156 167 771 

455 I I 455111.375¥ 山一

-- (ト)(mZ) 

以 tのもの

(ト)一例 (リ)

(m2) 

40 
ー-←一一一一一一一一十一一一一

鉄 骨

三 4-S---r-一一丁-7ムホ101( 川軽.鉄 骨 造 014i1| 1 29 1 29 
.. 

れ んが造 0:5: 1 
コンクリートブロ ，?造 46 46 

言十 山 |1 21 5 21 5 
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第 32表 木 造以外の家屋陀関する調

(8) 工渇・倉庫(その他の用)

機

ユ:い -番 il 緋 t人J一M帥下I法来制満f人の)視も同点の 11 l|| 五以(刊《上一人両のJ例もH工の
続 数 法定免税点来満のもの

微
数{村 主たる用途重量

以 外 の 横 教 以 外 の 検

日日上;;!2ー415寸十ト10ー0日0↓+ナ一←2一一1一一一2?0一一6511一一一一→十ゐ!1"一一一一 一一一 一一一←問ー 1ー一29日一一6511一一ー一斗十十「1I1 一一-一 1一1005 !! L 1 ao lu 

54 

鉄骨鉄筋ヨ ンクリ ート造

鉄筋コ'" J リー ト訴を

ーー

鉄 骨造

う71事事母鉄骨冷

oM?上i!-4Lo0-←l 1ー 22478 』i1~- i i 22478J11一一 6一2ー1チ -L i 1 i 

..，_んか造

コンクリートブロソク造

富十

¥ 院し行 1 床 面 積 | 決 定 価 格

¥、 番 _. I ft: 5E免税点 |ι瓦百十了一
¥ 釣 I'~~'~~..'" ，..... ~ 'v v，，，，， I 総数
~ -恥 恥|来満 η も の | 以 上 の も の | 一

情海別~ 号(ト)I 同| (ト)一例(')) I F-¥|iM)(ω)|(d){相 }

鉄骨鉄筋コンクリート造 rO!1 i 1 1
'2 

--83.080 1

23 
;34 83.080 1T5" 1.038.554 

+一十一ー」ー+一 一一 ー一一ーー一一→一一一一一ー一一一一+一一一一一一一一一一T n1~1~:" r' ~ -， _ ~ ~ r- 1"---'---'-'" ---- - .---T-.--.~~:-~! 
鉄骨寄コンクリート造 IOi2~11 17 8.3 1 5 1 7 8.3 1 5 4.5 8 5.5 3 2 

1: I 一一一一 h十 一一ー 十一一一 守'一一一一→-

三一一仁子OPlLZ5Z183↓ --J-Zぞ3・1り J133?必

法 定 免 税 点 法定免税点

未満のもの 以上のもの

糾 (ヌ)ー糾(ヲ}

(千円) (千伺)

~O 67 

1.038.554 

4.585.532 

3.889.458 

量鉄骨造い!4 i 1 1 6.8 3 5 1 6.8 3 5 1 9 4.3 1 6 
← !:ji - 一 一斗ー 恒ー ー 斗 一一二一ー トー一一一ー

1 94.316 

セリムトJiu ク芝 10!5 : 1 ! 3.421 i 五421 45.695 
ト二-" "己t-::-+--:-H 寸一一一一一一ー一一|一一一 一一一寸一一一一一一

計 1016111 534れ 9 1 1 5 3 4.8 3 9 j 呪753.555

45.695 

9，7 53.555 

重量

法$ヲF税点以上のもの

機(エヰ一例数付
主たる用途
以外の機数

61 68 7. 

1 0 

1 0 5 

267 

173 

6 6 

621 

単位当た b価格

(買} μA ('1) 

{的 明 (リ}

(ワ} {ヵ} (司

〈円} (円) {円}

77 

1 2.501 1 2.501 

25.71 6 25.71 6 

1 5.362 1 5.362 

11.542 11.542 

1 3.357 1 3.357 

1 8.236 1 8.236 



第 33表 木 造 以 外 の 家 屋 K関する調

(9) 市渇

割崎............ 遺 区閉 、¥分

行 所 有 者 数 被 数

番 世争. 数
法定免税点 活定免税点 総 数 法官官免税点未満のもの 法$無税;点以上のもの

未満のもの 以上のもの
棟 数伺 主たる用途 t買 重例宝 主たる用途

棟{ニ}ー(利主主(ぺ
主たる用途

号 (人) (イ} {人) (司 (イ)〈ー人) (ロ) 村 以 外 の 練 数 以外の棟数 以外の棟数

oj1i02 
19 26 5 40 

i47 61 68 74 
鉄骨鉄筋ョンクリート造

鉄 筋ヨ ンクリート造 。:2:0 

骨 造 0; 3:0 
I 

鉄

。!410事事
4・鉄骨 造

れんが造 0:5:0 
ヨンクリートプロ ソク 造

言十 。:610

H四
叫

H
Ul

 
l
 

U2l U3I 04) 自由

情、¥遺区男 ¥、分

行 床 面 積 告耗 定 価 格 単位当た b 価格

番 法 定 免 税 点 法定免税点 法 定 免 税 点 法 官官免税点 (;1) 

総 数
未満のもの 以 上 の も の

監を: 霊童
未 満 の も の 以上のもの

号
(ト} 同 ('IJl

(mZ) (ト} (ザラ (ト)一例 (リ) (ヌ) 制 (買}一例(ヲ) (引 (ヵ，) i (ヨ)
(rrf ) (m") (千円) (千伺) {千伺} 〈円) (円} 〈円〕

0: 1 i 1 
12 23 34 4・3 I~ð 67 77 

鉄骨鉄筋コンクリート造

一一 ，-I 
鉄筋コンクリート造 0:2: 1 

鉄骨造 oj5!1 

事~ .. 鉄 骨 造 014i1 

れ んが造 0:5: 1 
コンクリートブロ y ク造

富十 oi611 

-33-
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第 34表木造以外の家屋陀関する調

同水力発電所

¥構造ご刑¥¥分¥ 行

有 者

番 | 統数
法定免税点

来満の もの

号( 人) (イ} (人) (司

日，， 19 

同---L鉄骨鉄筋コンクリート造 : 1:0 

鉄 害者 コンク リ ート造 0' 2:0 
-_._------_._-------寸

子夫 骨 iを 0; 3:0 

経量 鉄骨 造 。!4!o
れ んが 造 0: 5:0 
コン クリ ートプロ νタ涜

意主

法定免税点

以上のもの
棟

(イ)-jロ)い
{人

5 

一十一一一ーー

言十 0: 610 

~ 
¥ じ王 分 行 床 面 積

、、、¥、、、、、、 、¥
番 !| 絞 告さ定免 税点 法 定 免 税 点

数
未満のもの 以上のもの

梅治耳I! 、、、
、、

亭JZ 

(ト)一例 (リ)
、¥ (吋 (升

(m') (m') (rrf ) 

9寸0D1J1121今L11111 1 一 η ぉ

吉正

鉄骨鉄筋コンクリ ー ト造

← 一一一 一一一 一一一

鉄筋 コ ン ク リート造

鉄 骨造

一
軽量鉄骨造

」日ロ日D-t十11114356一ムトf11J!1 1 -11 一一- J ; 

れ んが進

ト一三ンク リートフロ ，?高

J十

棟 数

統 数 法定免税点未満のもの 法5$'免税点以上のもの

数同 主 た る 用 途 棟 数例 主たる用途
棟(エヰー(村重責付

主たる用途

以外の棟霊堂 以外の f理主主 以外の機数

40 54 61 68 7・

宅矢 定 価 格 単位当たり価格

絵: 数
法 定 免 税 点 法定免税点 (ヌ} 判 {ヲ)

未 満 の も の 以上のもの 一
(的 (升 (I}) 

(ヌ) (it1 (ヌ)ーや吟 (ヲ) (ワ} {ヵ1 {ヨ}

(千円) {千伺) {千円) (円) 〈円〉 〈円}

45 1~6 67 77 



第 35表木 造 以外の家屋陀関する 調

叫その他(一般住宅用)

〉jl 
数 棟 数

法定免税点 官旨 数 法定 免 税 点来 j情の もの 主左'iFヲモ 税 点以上のもの

来 満 のもの 以 上 の もの
模 数同 主 たる 用 途 棟 数例 主たる用途

棟(ニ)一同主主(ぺ
主たる 用途

号(人)判 (人) (司
(イ)( 人ー) (ロ) 付 以外 の 棟数 以外 の 棟数 以外 の 棟 数

1 1_1'2 
8 1 

5 4C 54 61 68 74 
件、骨鉄筋 コンタワー ト造 0: 1:0 8 1 0 10 

鉄骨宅コ ンク リ ー ト造 。;2!日! 2 3 2 3 3 0 3 0 

き字、 何 i篭 015101 1 9 1 9 4 0 4 0 

事事 .. 鉄骨 造 oi 4101 4 7 4 7 69 69 

!'_ ，t，_ ;Ó~ ，1主
0: 5:0 45 1斗- 44 9 3 9 2 

づンク :1ート プロ ソ:-i:金

oidoi 

ト

Z十 1 4 2 1 1 4 1 242 2 4 1 

構--.......， 造 ~別 ~介

行 ! 面 積 決 定 価 事名 単位当 た b価格

番号 |i 舵 数
法定免税 点 法'iF免税 点 法定免税点 法定 免 税 点 (ヲ)

未 満のもの 以 上 の もの
統 数

未 満 のもの 以 上 のもの 一一
(ト)例 (I)¥ 

(m2) (升
(ト)ー (チ，) (リ) (ヌ) ω (ヌ)ー や斗 ('7) (ワ，) ! (カ) (ョ)

(m2) (ト)
(m2) (千円) (千円) (千円) (円) I (円) (円)

「90日P;8121」;11 1ー1 1 

、2 23 34 I '~ 1~6 67 
1呪94377 1 5，040 : 鉄骨鉄筋=ンクマート 造 1，326 1，326 19，943 1 5，040 

一 一一 ー一一一一一 一 トーー

鉄骨完コ ン ク リー ト造 2.240 2.240 39，51 6 39，51 6 17，641 1ス641

鉄 骨造 013! 1 ス272 ス272 72.238 72.238 引934 9，934 
一 一 一一

事事 母 害争、 骨 造 01411 2.154 1 8，988 1 8，988 8，81 5 8，81 5 

汁れんが 造 0:5: 1 1，785 1 4 1， 77 1 5，531 70 1 5，4 61 8，701 5，000 8，730 コンク リー トフ ロ y ク主筆

;l't oi611 1 4，777 1 4 1 4，763 1 66，21 6 70 166.146 1 1， 2 4 8 i 5，000 111.254 
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第 36表木造以外 の 家 屋 陀 関 す る 調

間 そ の他(農 家 用 )

行 所有者数 棟

番 統 数 法 定 免税点法定免税点 総 数 法定免税点来満のもの[X 来 j惜のもの 以上 のもの 】横 主 た る 用 棟 数例 主たる用途

号 〈人) 刊 (人)同ペスjロ)付 も以外のJ 以外の 棟 数

9 ・:_112 1'-<;> 1.26 t5 140 

鉄骨鉄筋 コンク lJー ト造 。:1:0 
鉄 依コンク 1)ー ト浩

計トー oi51 ー一ー 一一1、一一戸一一ーー一一ー一一一→|-
鉄 骨 奇

トーー

01410i 軽 量 鉄 骨 i笥

「五一ーん が 為 。:5:0 
づ ， ・， 'Jートプロ ック j1!

言十 0;州 一下一「

卜~ [)( 5t 行!
| 、¥、 : 領;

一 途 号 ~i 号
| 鉄骨鉄解 コンクリ ート 造 10: 1 i 1 

鉄筋コンクリ ート造 10:2:1 

l 鉄 骨造|桝1

E 号 鉄骨 造 |oi4i1

れん が 造 10:5!1 
2 ンクリ ー トプ ロ γ ク造 I: 

計 |山|1

-36-

床 面

来 i備のもの

(m勺(ト) (mz) (升

積 8た

法賢官免税点
総

以上 のも の

(ト)一例 (リ)

CmZ
) (千円1

34 45 

54 

定 価 格

数
法定免税点 法官官免税 点

来 満の もの 以上のもの

(買) 判 (ヌ)ー やゆ (列

{千円) {千伺)

I~ð 67 

数

法 定 免 税 点 以 上 の も の

棟(エヰー帥重宝付
主たる用途
以外の線数

61 6e 7~ 

単位当た b価格

(ヌ} 判 (ヲ)

一 一(ト) 例 (IJl 

(功 (カ) (ヨ)

〈円) (円〉 (円)
77 

. 



第 37表木造以外の家屋陀関する 調

U31 そり他(その他の 1目)

》よ
行 P芳 有 雪雪

宅許 数
法定免税点

寝苦
来満のもの

手Zd 

〈人) (イ) 〈人) (吋

， _ 112 19 

鉄骨鉄筋=ンウリート造 0: 1:0 6 

鉄骨宅コノラリート造 凶日 5 7 
一一一-一一一一

鉄骨 i管 4 8 
トーー一一ー

事事 4骨 9生丹 i竺 oi410 3 4 

れ んが地 0: 5:0 35 ヨンクリートプ問、，ク i1I

数

法 定 免 税 点

以上のもの
棟

(イ)〈人ー}ロ) 村

26 5 

6 

5 7 

4 8 

3 4 

3 5 

言+ 0: 6:0 1 8 0 
一一一一1一一ー8一0一ーーー寸| 

~"区 チテ 行 床 面 積

¥ 番 法 定 免 税 点 法定免税点、¥ 給、 数
¥ 未満のもの 以上のもの

情造時p

¥ 
号

(卜)ー(チ) (リ)
(m2) (ト) (升

(m2) (m2) 

bl1i1 
23 34 

鉄骨鉄筋コンクリート造 26，357 26，357 

鉄筋コンク リ ー ト 造 ー0牛:2十: 1 58，11 3 58，1 1 3 

鉄 骨 造 015j1 21，354 21.354 

軽量鉄骨造
0:4ートi1ード

5，968 5，968 

れんが造 0:5: 1 2.399 2.399 コンクリートブロ y タ造

言十 oi6l1 1 1 4，1 91 1 1 4，1 91 

棟 司自

軍E 数 法賢官免税点朱満のもの 問問点以上のもの l
数伺 主たる用途 練 数例 主たる用途

機伺ー{村敏付
主たる用途

以 外 の 棟 数 以外の棟重責 以 外 の 機 数

40 47 54 61 品目 74 

9 9 

7 6 7 6 

6 8 68 

48 48 

6 1 6 1 

262 262 

決 まを 価 格 単位当た b価格

法定免税点 法 官官免税点 (:;1) 判 (ヲ)
経: 数

未 満 の も の 以上のもの (的 例 (リ)

{ヌ) {刈 (ヌ)一例(ヲ) (吟 (ヵ) (ョ)

(千円) {千伺) (千円) (円) (円〉 (円〉
f'l5 156 67 77 

1，504，300 1，504，300 57，074 57，074 

2.446.926 2.446，926 42.1 06 42.1 06 

554，838 554，838 25，983 25.983 

93，222 93，222 1 5，620 I 1 5，620 

45，851 45，851 19，113 19，113 

4，645，1 37 4，645，137 40，679 40，679 j 
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第 38表 木 造以外の家屋陀関する調

M 合 計(その 1 ) 

¥¥里¥ 介ト;

構造別~~.
011!0112 
-ーγ司町寸白ー

鉄筋コンクリート 造 10i2io
r-ー守

造 10!3，:0 
←→ 

辞 世 鉄骨造 |0!4jo

tンクιトjiック2|oi吋
計 1016iO I⑦ 

「戸Ej川家用 3+7+12 10: 8;0 

訳 その他の用 Ioi910 
l 寸 5+6+8+9+10+131~: 

鉄 骨

-38-

所

総

川
一
山
一
一

有 者 教

法定免税点

以上のもの

(イ)ー(ロ)

凶ーと
504 

2.1 6 1 

機

六一πhトZi-吉正どで11;;iz
叫-十二 1

54 

r
1 

5 6 1 

上 [竺三
74 

数
点

の

納

税

も

免

の

J

e
満

心

法

来

53 68 19 26 

::!|;U石
;--r 訂⑨ 48ムパ@よ009

5i…i下示汗一一

256 

4.025 

819 

8 

819 

n
y
一
n
y

一，
zO

一

R

d

z

J

9
一

8

一
-o
一

5

4

n
4
一

E
u
-
-
n
U
一

'

o

z

J

開

;

;

4
h

一一，。一組且『

4
h

一

一

カ

一

ー

十
ー
ー
ー
マ
ト

l

寸
l
l
l
寸
|
|
斗
i
l
-
-

2 

② 

5 

5 

8 

1.343 



第 38表 木造以外の家屋陀関する調

U4l 合 計 (その 2 ) 

区 床 菌 積

番
軍医 数

法定免税点 法 定 免 税 点

|号
来満のもの 以上のもの

(ト)

決 定 価 体 単位当た b価格

世F 数
煮

の

引

税
も

A

冗

川

付

け

{
可
上
一
同

法

以

伶

鉄 骨

経量鉄骨

れんが造
=ンタリートプロック造

計

一般住宅用 2 + 11 10 :7:1 同 I '.^~- ~ .. 1-:' : ' 

~I 農家用 3 +…|081 

訳 a 2 2.9 5 3 8 2 2.9 5 3 I 2 2.2 3 0，2 0 1 2 2.230，201 1 27， 01 3 27，013 
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第 39表 新増分家屋に関する調 (補足調査その 1) 

(1)木造家屋

云二L¥:!;円:)γ[: ;[;(:):付)ドJJ(口~単位 γ!!!
噂 用 住 宅ト 1:0;'2 1， 471 -i9

- 1，496 1
20 

116，757 1
35

3，991， 52o 1 3 4， 1 8 7 

い間性守 容街舎レノr5 5 3 I臼 5559  Z175r8 25M0577| 

い 用 住 宅 K4--5-f-i;一一ーユLL 5竺 -LJ竺斗__3~~~_j
際 電貫 性 宅//1 

ト一一一一一一一一一一一一一 一一 仲田一---t;-- 一一一一一一一一一一ー市一一一一一一一 一一ちτ一一 πE 
養 蚕住宅 10:5:01-

漁業者住宅 I///145 
[52 

68 77 

一一一一一一一一一一一一一-，- t." ' . ~ 
将通旅館 料 /1 待合 10?:0 ['2 ，IY 

一 一一一一

35 

日制旅館町館 1//1
45

: 52 '59 

主 再 浮 "rr ・銀 行 10:9: 0 1 4 4 2 1 2 6，4 5 9 1 3 0，4 6 7 
ト一一一一一一一一一 一一一一ードーー田明一一一一一一一一一一一一一→一一一一一一一一一一一一一行十一一 ー 一一→ 一一一+ 一一一一一
若鱗 I~ 2 戸 2Dy 2 9 11

68 
1 1， 7 8 9 ' ， I 4 0，5 1 2 τ場i JI同 2 f9----26 ー 135 1 

ト一一一一一一一〕一一一 ? 九 5 一一一一一一 +一一一一 ~-----~ 
公衆浴場， / I --

ヲーーーム Fすz一 一一下一一一一26 I 

ナ-;EF 7二平 ¥二日;
一一一-

J 土蔵 1/!45
問 159

i 属家(硲農舎・位・}1440M2
縄草乾燥場を含む。 1':• 

19 26 
7 7 

計 1~45
52 5J 

合 1， 597 1， 6 7 9 

増築介 K かかる数値 11:9: 0 1~2 
19 26 

264 267 

。s 77 

35 
4 1 442 

68 77 

35 
260 3，419 

同 168 ♂)77

1 3 0， 5 9 9 -: 
1 4， 4 5 0， 8 0 1 

~ 

35 44 

9， 3 9 7 1 7 0，-7 5 1 

1 0， 7 8 0 

13，150 

34，080 

1 8，1 7 1 



第 40表新増分家屋に関する調(補足調査その 1)

木造以外の家憲 (その 1)

ィ領雇一種点1、¥構~造\ 柳区~、分--........._ 行一日

所有者数

絵、 数

(人)

事 鉄骨鉄筋 コ ンクリ ート 造 oi1;02 
手持 二_:7l5
μ万 鉄筋 コ:/ ~リート造 ? 

庖
鉄 管 造 oi5i02 22 

書南

最鉄五 ;ょ 厄

45 
5 

「れコ ンク リんートプがロ ック i巡金
12 

臼

t干
iJf / 

5 
34 

七-- 12 
H 鉄骨鉄筋コンクリート造 。:7:0
可三

鉄 筋コ ンクリート浩 ンイ45 1 24 
112 

ア
鉄 骨 ユ，包色 0:9:0 2 2 

/ 
145 

，、. 
軽量鉄骨造 8 1 

「万一ん が i完
1 ! 1 i 0 

12 
コ ンク リー卜ブロック造

ト !~45 
"十 228 

工 鉄骨鉄筋コンクリート造 1 : 3; 0 

同::場
鉄筋 コ ン ク リート造 4 

トー一一一一

鉄 骨造 8 

軽 量 鉄 骨 造
フア 45 5 

食

れコンクリんートプがロァク造造

12 
1 i 7 i 0 2 

官軍 ~45 
計 1 8 

L一一一一一_L一一一一

棟 数

総 数

19 

52 
? 

19 
2 2 

~一一一一一

5 
19 

52 
3 4 

19 

52 
1 2 5 

19 
2 3 

152-
8 3 

119一一一ー

52 
232 

19 

52 
4 

19 
9 

52 
6 

19 
5 

52 
2 3 

床 面 積 決定イ而格 単位当た b価格

{(ロィ) ) 
紙、

数(イ) 総 (千円) 数(ロ)Cm2) !I'!I 
26 35 

59 68 77 

1 1. 1 7 0 638.987 57.206 
26 35 

ス905 611.905 77.407 

二F三479 16.758 34.985 
ト一一ー

59 168 77 

19.554 1.267.650 64.828 
26 135 

市事 68 77 

1 3，7 8 0 79 6.8 2 5 5ス825
26 35 

4.278 252.710 59.072 
rS-9 68 77 

引334 36 4.4 59 39， 046 
26 35 

342 1 5.303 4 4. 7 4 6 
59 6自 77 

27.734 1.429.297 5 1. 5 3 6 
26 35 

4.360 1 38.935 3 1. 8 6 6 
59 68 77 

982 52.970 53.941 
26 35 

3. 0 6 8 1 0 1. 3 7 0 33.041 
59 

366 
68 

5.843 77 1 5.9 6 4 
26 35 

58 1.5 0 0 25.862 
59 68 77 

8.834 300.618 34.030 
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「

第 40表新 増 分家屋に関する調(繍足調査その 1 ) 

:2) 木造以外の家屋(その 2) 

所有者数

市江主こ 1 : 

棟 数 床面積 決 定 価 格

(人)
35 

経:

鉄骨鉄筋コンクリート造 11 19: 0 

そ|鉄筋コンク 1) ート進し/145

鉄骨造 12:1:0 
の! 一一一一一一一 与ーーー『ぃ

軽 量 鉄骨造じ/一

!也|れんが造
コンクリートブロック i告 ワラ145

f:Ti百

四:
311 

言十

合 i
T
 

a一=ロ

婚築 7t にかか る数値

-42-

L__ 

数 続、

19 

2 
52 

1 7 
19 

民d
一凋
4

一
z

d

一4
4

Z
J
 

52 

19 

52 

19 

3 2 1 

52 

4 

数

1 8 

5 

必斗一
z
d

一司
4zu 

(m2 
) 数付)

26 

総 (千伺} 数(ロ)

2. 2 8 2 I 1 7 8. 5 6 5 
168 77 

2 
59 

628 

1.919 I 130.012 

29， 793 
26 

59 

177 

3 7 
59 

35 

f6百

35 

6.47 0 

943 
68 

26 

5.043 I 345.783 

61.1 6 5⑦ |55，545，548 

59 

6 560 
68 

8.741 

単位当た b価格

(ロ)

(イ)
(円)

71 

n
y

一
n
u

一
4
E
-
a
q

一
，
。
一
マ
F

一
4
4

4
一
5
一
4
一
5
一
8
-
6
一
6

2

一
7

一
4
一
5
一
4
一
5
-
6

•••••• 

，
.
，
.
，
 

a
u
-
7
h

一
守
ん
一
，
。
一
民
1v

一
a
u

一組斗

守r
一，。一
A

崎一

'a
一向
4

一
'
o
-
E
U

77 

77 

1 5.6 0 9 



第 41表 減少分家屋に関する調(補足調査その 2) 

(1)木造家 康
。司 ，

二正¥ニ
行

番

号
数

(ロ}

専 用ー住 宅 1011! 0 r
2 

併用住宅 |~45

J何事住宅養蚕住宅糊聞 |oi40112

2222i宿;待合レ/パ
45

工場・倉 窓 10;W12
付麟(時私立j)レイ
その他 10:710r

2

所有者数

t人〉数

119 

236 
52 

ロ
一
川
一
け

19 

52 

棟 数 床 面積 決定 価 格

総
(千円)

35 

68 

6 9，1 7 9 

1 5，9 8 1 

2.170 

単位当た b価格

(ロ)

(イ) (内)

TI 

…一…一…一…
52 

19 

総 数 総
(m2) 数付)

35 

68 

23，896 
35 

68 

8，41 6 

2. 1 7 7 

77 

n 
4，240 

2.552 

1，7 9 9 

256 

3 5 

1 6 

1 5 

6 

3 9 

5 

26 

59 

1 4，0 5 7 

3，0 4 1 

1， 9 5 2 

2.081 

35 

372 2~343 122492 

673 

合 計ケl“ 5，032 
52 

3 3 1 

26 

59 

26 

59 

1， 985 

853 

68 77 

26 

3 7 4 
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第 42表 減 少分家屋に関する調 (補足調査 その 2) 

(2) 木造以外の家 屋

----------三 分|行 所有 者数 棟 軍主 床 面 積 決定価格 単位当た b価格

京 1;[の Ni W、------.......______ 番 給: 数 帯昔、 数 経、 数 総
{平向1

数
(的ロ)

(人) (m2) 付) (ロ) (円)

事務 f好 .r.s ~Ì1IÌ ・ 百 M lbHi012 
19 26 35 

6 6 858 3 1， 1 2 2 36.273 
ノ'145 52 59 6B 77 

住宅 ・ ア パ ート !// 1 0 1 0 1， 1 4 1 1 5.4 7 3 13.561 

取 ioi51012
19 26 35 

工 場 ('、1 8 1 1 1， 8 2 1 1 8，7 3 1 1 0.286 
一一 一一}ー

他 : /，145 52 68 77 59 
-t の 6 9 292 1， 690 5. 7 8 8 北 112 19 26 35 d4 

dιh 二Z "十 5:0 3 0 3 6 4.1 1 2 67.016 16.298 
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第 43表 課税標準額等K関する調(補足調査その 3) 

特 語ま 行 木造家屋 木造以外の家屋 言十 特話量 行 木造家屋 木造以外の家屋 計

区 分 例 額 番
法上の定免も税の(点千以円) 上法定の免もの税(点千以円) 上法定の免もの税点(千以円)率 率 号

区 分 例額 番
上法定の免もの税点(千以円) 上法定の免も税の点(千以円) 上法の定免も税の点(千以円1率率 号

/ / 
q 、 12 ⑦ 23 (j) 34 ⑨ 

決定価格 ω 。:1 :0 29.101.494 43.670.999 72.7 7 2.4 9 3 

第11項(日本放送協会) 2 1 il/  
45 56 67 T1 

3 1 36140 
12 23 34 

第12項(日本原子力
研究所

2 3 fl/  
45 56 67 77 

課法

0，5: 
12 23 34 

税第 第13項(動力炉・核燃
3 1 il O;5:0 

il/ 45 56 67 77 
様 三

料開発事策ヨ 2 3 

準四
212 1 。;7:0 12 23 34 

第16項(本由主絡橋~型)
の九

第19~員( 新東尽国際 ン/45 56 67 77 

特 条 空港公団
212 1 

第 1項(タ日本自ミ動ナ車ノレ 2 1 を119;012 
23 34 

員法附鎮l 
3 会 /必 56 67 T1 

第3項(農山漁村 ) 
電気施設 2 3 

tア
12 23 34 

諌条五

2 1 
45 E泊 67 T1 

税 の 第 6項(倉庫)

標規定

tt註/泣
23 34 

2 3 
12 

準 陀 第 8項〔フェリー埠頭)
よ

のる 第 12~質〆、工心場障者モデル、' 3 2 45 56 a 77 

特 も
の

2 まを:5:。12 23 34 
事7ij 第13項(職業訓練法人)

κ 
第14項 r、基野金菜供給安定、ノ 2 1 2シ/45 56 67 T1 

よ

212 1 
12 23 34 

例 の 第20項(外貿埠頭公団) ，9;0 

I'C I~ 
233 1 / 45 E己 67 77 

ょの 第2項(路外駐車場)

tft1;。12 23 34 

b 去見
6 5 

313 2 / 45 56 61 77 
滅定

額 K
第22項(宇宙開発事業団

233 1 l ~'3:0 12 23 34 

に よ

/ 45 56 a η 

念る 海洋科学
312 3 

第23項(技術センター
323 1 1，5'0 

12 23 34 
るも

b 第昭和47年地附下道則等第8条 2 1 さら:7:0
12 23 34 

3 項(j:tI!Tìi~) 
滅

2 3 i17 45 67 77 56 

額に 旧法 第昭和2項49(年発鮒電所則第)7条

6 5 t主:9;。12 23 34 

なる 詰定
2 3 
il/  

45 56 67 77 

署員 κ 昭和 51年附則第7条

よ 第9項(日本源子力研兜折)
5 6 tZ1;o 

12 23 34 
る
も

2 3 
tl/  

45 56 67 刀の 11 

(動力炉・核燃料)
5 6 す包:3:0

12 23 34 
開発事業団

額の / 77 
313 2 45 56 61 

第25演(石油関知凋)

233 1 1:7:0 
12 23 34 

昭第和18521頁年(フ附ェ則リ第ー7埠条頭) 17 2 長/45 56 67 77 

昭第和5項5(2水年資附源則開第発1公0団条) 4 1 3815;o 
12 23 34 

第2備(水資源開発公団 ililL三省 56 61 τ1 
附秘153(年コ附ン則テ第ナ埠7条頭〉 ;云/45 56 a 77 

第5項

計(鴎 11 ち7'0
12 23 34 

課税襟準額ω一侶) / 7 45 56 674③9 77 
29.101.494 43.670.999 72.7 7 2.4 9 3 
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第44表法附則第16条の規定による軽減税額等に関する調

(補足調資その.t) 

行 総

区 分 番

個 数
号

p0 t12 21 
木造 第 1項の規定Kよるもの : 1: 0 3，843 

第 l項の規定Kよるもの 0:2:0 6 1 4 

第2項の規定によるもの 0:3:0 6，218 
木

01410 第 3項の規定Kよるもの
造

第 5 項の|レ3減額されるもの 0;5:0 
以

規定によるもの |ν3糊されるもの 0:6:0 
外

第 6項の規定によるもの 0:7:0 
言十 0:8:0 6，832 

合 計 直:910 1 0，6 7 5 

数 左記のうち日本住宅公団分に係る数値

床
面(rn'積) 軽 減(千税円額) 

個 数 床 面
( rn'積) 軽 減(税千円額) 

31 40 49 9t 67 
232.455 55，568 

28，524 8，748 

336.334 76.628 2.294 127，894 2 1， 7 5 4 

-----------------
3 64，858 85，376 2.294 127，894 21， 754 

59ス313 140，944 2.294 127，894 21， 754 

行 昭和53年度K芳Iたに軽振の対象となったもの 昭和53年度で軽減勤聞の終了するもの

区 分 番

個 数 床 面 積 軽被税額 個 数 床 面 積 軽減税額
号 ( rn' ) (千円) (m' ) (千円)

?011J112 1， 1 5 7 
21 

7 2.5 5 8 
31 

17，469 1

40 
1， 1 4 8 

49 
67，203 

9t 

1 5，9 2 1 木造 第 q良の規定Kよるもの

ret:項の規定Kよるもの 0:211 223 1 0，4 0 0 3，307 1 6 4 8，465 2.54 8 
ト一一一一一一

0: 3:1 第 n良の規定によるもの 1 7 4 呪643 4，040 3 0 6 
--1J1J7J 3 6 

3.093 
木

第3.1;貨の規定κよるもの 。:4:1 -------- -----造

第 S 項 ののIレ包滋像されるもの 0:5:1 
一二-二J一一二J一二J一7-一 と一三一=三一=三一?三J三-

t4一こ三J二こJ二二J二二ー以
規定によるも ν3減額されるもの 。0河i711 外

第 6項の規定によるもの

計 0:8:1 397 20，043 ス347 470 22.201 5，64 1 

合
L一一一一一一一←←ー十一←一一一一一一

019 :1 1，5 5 4 9 2.6 0 1 24，81 6 1， 6 1 8 89.404 21， 562 
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第 45表課税標準額の段階別納税義務者数等K
関する調(補足調査その 5) 

行

区 分 番
8 万円未満 8万円以上 9万円

号 の もの 未満のもの

納税義務者数(人)
9 112 522 ~122 0!1 :0・ 80 

線穆標準額(千冊 0:2;0 23，61 6 @! 6.81 7 

総床面積 (m2)
0:3: 0 20.947 @ 4.352 

行 14万円以上15万円 15万円j人上20万円
区 分 番

号 未満のもの 未満 の もの

9万円以上10万円

未満のもの

31 
1 04 

呪888

6.190 

20万円与L上25万円

未満のもの

~!. i • j12 21 356 匹。納税義務者数(人) 0: 1 i 1 78 399 

課税標準額(千円
0:2: 1 1 1.207 62.1 72 89，839 i 

総床面積 (m
2)10: 3: 1 5.002 21.139 24.989 

行 45万円 以 上
区 分 番 計

号 のもの

自 112 24 
21.524@ 納 税義務者数(人)。:1 :2 17，986 

練税練準額{千円)0;2:2 71， 967，024 防2.796.109@

L 総床面積ω10:3:21 3，23司246 ろ，446，205②

10万円以上11万円 11万円以上12万円 12万円以上 13万円 13万円必L上14万円

未満のもの 未満のもの 未満のもの 来織のもの

40 49 82158 167 7$ 

67 76 59 

ス035 9，443 呪532 7.966 

ろ.774 4，905 4，821 3.31 7 

25万円ιL上30万円 30万円以上35万円 35万円以上40万円 40万円以上45万円

未満のもの 未満のもの 来 満 の も の 来 満 の も の

39 48 58 ドB 77 

458 486 392 379 

1 25，827 1 5ス259 147.279 161， 205 

28.706 29.684 24，834 24，299 
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第 51表 都市計画区域及び課税区域に関する調

区 分 行番号 市町村の面積(千rrf)

9 I 包~ 23 

課税区域の面積 。:1: 0 

都市計画区械の菌積 0;2:。 27，110 

-48-

皿 都市計画税に関する調

市街化 区 波 ( 千rrf) A 市街化調盤区域(千rrf) B その他(千rrf) C 

⑦ 33 ③ 43 ⑫ 

1 5，1 1 7 

2 2，2 2 0 4，89 0 

計 (A+B+C)(千rrf)

53 @ 

1 5，1 1 7 

27， 110 

都飽市可計画の司興有業無の

シ /
1 

r一一一一一-一一ーー「
認可有….f 1 J 

認可無…・・ fZJ



第 52表納税義務者数に関する調

区 分 行番号 総、 数 仏)A 法定免税点未満のものく人)B 法定免税点以上のもの(人)A-B

0: 1: 
12 

19.496 
22 32 41 

個 人 ，1; 0 418 19， 078 

土 地 法 人 。12:0 620 2 0 600 

言十 013:0 20.116 438 19.678 

個 人 。 ~4'0 20.802 515 20.287 

家 屡 法 人 015:。 512 6 506 

言す 016:。 21， 314 5 2 1 2 0，7 9 3 

個 人 017，0 25.663 659 25.004 

言十 法 人 0:810 7 6 1 2 4 737 

計 O!9~ 日 26.424 683 2 5，7 4 1 
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第 53表 地積及び床面積等 K関する調

区 分 行番号 市 街 化 区 被 市 街 化 調 整 区 域 そ の 他 針

9 12 24 34 45 

土
司~己 宅 地 。;1;。 8，482 8，482 

地 地 その他 0'2:0 2，1 8 3 2，1 8 3 ③ l 

の
等

地
言十 。， 3;0 1 0，665 10，665 

積 農 地 0'4，0 4，259 4，259 
(千nf

計 015:0 1 4，9 2 4 ② @ ⑨ 1 4，924 ~I 
家床 木 造家屋 0，610 1， 7 8 2，2 4 1 1， 7 8 2，2 4 1 

屋面 -OT |710 1， 6 2 2，0 0 9 木造以外の家屋 1， 622，tJ09 
の積

ω) 言十 0;8，0 3，40 4，2 5 0 3，404，250 

宅
宅 地 0'9，0 31， 279 31， 279 

③ 土

地 地 その他 1Ji[斗) '0 5，0 6 1 5，061 
@ 

の
等 36，340 36，340 計 111'0 

筆 ， ② 

数
量量 地 112!0 ，-， 9，78 0 呪780

③ 

号室)
46，120 46，120 

計 1 :，3:0 

家 木 造家屋 1'410 
23，013 23，013 

屋

の

11510 5，909 5，909 
棟

木造以外の家屋

数

(棟) 言十 1:6 :0 
28，922 28，922 
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第 54表 決定価格及び課税標準額に関する調

決 定 価 格
区 分 行番号

市 街化区域 (千円〉 市街化調整区域(千円) そ の 他 (千円〉 言十 (千円)

90;1;。12 25 35 47 60 

宅 宅 地 1 46，827， 3 82 146，827， 382 ② 
土

地 その他

日→[11l21I 0 
1 3，4 2 5，3 7 9 1 3，4 2 5，3 7 9 ② 

等 針 3~0 1 6 0， 2 5 2， 7 6 1 160，252，761 
⑤ 

a量 地 0:410 40，951，532 40，951，532 ③ 

地

計 015~0 2 0 1， 2 0 4， 2 9 3 2 0 1， 2 0 4， 2 9 3 

家 木造家屋 01610 1 1 
28，491，989 28，491， 989 

木造以外の家屋 01710 4 .3， 6 5 1， 9 6 8 43，651，968 

屋
計 01針。 72，143，957 72，1 43，957 

合 計 oJ910 2 7 3，348，250 273，348，250 
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第 54表 決定価格及び課税標準額に関する調(つづき)

区 分

土 毒宅地岨事a~ ーーそ宅ーz 、 地の他

地 地

言十

家島 ~ 一一木一木一造一造以一一外t一家の一家一屋屋一

合 計

-52-

行番号l

目 市街化区域 (千円) I市街化調整区域(千円)I そ の 他 (千円) 計 (千円 )A

12 25 

1 4 ~8 27， 382 
@
一
@
一
⑧
一
③
一

司

4

-

n

y

-

4

E

一
n
u
-
4

，

Q
U

一ヲ
F

一，。一

?
3

一
n
y

zd

一
zd

一
7
'

一
O
F

一正
u

同
，
.
，
.
，
.

l

7

h

-

E

J

一円
4

一，。一

nv
円

2

一
2
一
5

一
日
一

5

au

一凋叫一

n
t

一
aH
『一，。

，
.
，
 
.
.
 幽
，
-
-

d
O

一
'a
一
n
u

一ヲ
3

一
?
3

刈崎一

4

，
一
，
。
一
司
4

一
Q
U

4
，
-

4

，
-

4

，
 

13，425，379 

1 6 0， 2 5 2， 7 6 1 

23，4 06，9 3 0 

183，659， 691 

28，491，989 2 8，49 1， 989 

43，651，968 43，651， 968 

72，1 43，957 7 2，1 43，957 

2 5 5，8 0 3，648 2 55，80 3，648 

60 



第 55表 市街化区域内農地K関する調 (その 1 首都圏の

既成市街地等の市に所在するもの)

課税標~額( T円)区 分 行番号 決定価格 (千円)

90: 1; 0 12 27 41 
A 自島 地 1，350，069 @ 1， 3 5 0， 0 6 9 (CJ 

B 農 地 0~210 21，923，573 ⑧ 21，923，573 ⑬ 

01 3~0 C 食 地 17， 677， 890 133，288 

計 014:0 4.0，;9 5 1， 5 3 2ω  23，406，930 り II -~I 

第 56表 市街化区域内農地K関する調 (その 2 第 55表

に記載する市以外の市町村に所在するもの)

区 分|行番号| 決定価 格 ( 千 円 ) 課税標準額(千円)

-
凋且『7

 

内

4q
4
 

1
 nu

一

円

U
一

nu

l

l

-

4
1
一
η
4

一

ZJV

l

l

 

n
U
一

n
u
一

円

U

。

，

一

ニ

地

一

地

一

地

農

一

農

一

農

A

一

B

一

C

計 0:4:。 @ @ 
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第 57表課税標準の特例に関する調

法第 7η2条かっ乙醤又は法附則第 15重量の規定による課税際準の特例により 減額になる額

区 分 行番号 法第 70 2条かっ ζ書の規定によるもの

第 11項(日本放送協会) 第 12項(日本原子力研(千究円所〉) 第 13項(動力炉・核燃料開 第 15項(日本鉄道建設公団) 第 16項(本四連絡橋(公千団円)} 第 19項(新東京国際空港公
(千円) 発事業団) (千円 (千円〉 団) (千円〉

土 地 Poi1l012 
22 32 42 52 62 71 

家 屋 0:210 

計 。!5io

法第 70 2 ~長かっ ζIJX は法附員IJ 第 1 5条の規定によるJ!l!税際司院の特例 iζ より減額になる額

区 分 行番号
法附員IJ第 15条の規定によるもの

第 20項(外貿信事頑公(千団円)) 第 3rti (0山漁村'屯気(施千設円)) 第 6 J(~ (倉庫) (千円) 第 8項(フェリー湾(千頭円)) 第 13項(職業訓練(法千人円)) 第 14項(野菜供給安定(基千金円)) 

土 地 P011i112 
22 32 42 52 62 

家 屋 0:2J1 

計 oi311 

法第 70 2 ~長かっ ζ 占 X'立法附日IJ 第 1 5 ~長の規定による泌税傑準の特例により減額になる額

区 分 行番号
IU法の規定によるもの

昭和 49年附員IJ第 14条第 2 附和 51年附員IJ第 15条第 2 羽B附l拘(動5力1炉年附・核則燃第料1開5(条発千第事円)業2 昭和 51年附則第 15条第 4 昭和 52年附員IJ第 12条第 2
計

項(発電所) (千円) 項([]本原子力研究所)(千円) 項(フェリー母頭) (千円) 項(コンテナー母頭) (千円) (千円)

011i212 
22 32 42 52 62 

土 地

家 屋 01212 

計 0!3i2 一 ← 
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第 58表宅地等の負担調整K関する調

区 f子 行番号 納税義務者数 地 積 決定価格 課税標準額 筆 数

(人) (千 m2
) (千円) (千円)

90: 1;。12 24 39 54 69 80 
本則どおりの課税がなされたもの ， " 1 8.909 8，482 1 4 6.8 2 7， 3 8.2 1 46.827， 382 31.279 

宅 上の 負担調整率1.1が適用されたもの 0~2:0 J二/二/二/7 /二二------二7/ 三三二ラ三二 ラ三二記も 11 1. 2 11 0:る;。
I ， 

以の 11 1. 3 11 。:4:。
地 外 計 0:5:0 

計 0~6:0 1 8，909 8，4828 1 46，82 7， 3 8 2.@) 146，827，382@ 31，279 ③ 

本則どお bの諌税がなされたもの 0:7~0 " ， 1，463 2，183 1 3，425，379 1 3，425，379 5，061 

そ 上の 負担調整率1.1が適用されたもの 0:8~0 
，-' -----------------------------------------------記も 11 1. 2 11 0:9:0 -----------------------------------の
l f 

以の 11 1. 3 11 1luio 

他 外 計 1 : 1: 0 

言十 1 :2:0 1，463 2，183@ 1 3，425，379② 1 3，425，37咲号 5，06.1 ⑦ 

本則どおりの課税がなされたもb 1 :3:。 20，372 1 0，665 1 60，252，761 1 60，252，76 1 36，340 ， ， 
， ， 

-------------------------4//三/二/三--------上の 負担調整率1.1が適用されたもの 11410 
合

1 :5~ 0 ----------------------- --------
自己 も 11 1. 2 1/ ，-， 

以の 11 1. 3 1/ 11610 

外 計 1'7' 0 
計

， ， 

計 1 :8:0 20，372 1 0，66 5@ 160，252，761@ 1 6 0，2 5 2，7 6 1⑤ 36，340① 

-55-
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第 59表農地の負担調整K関する調

区 づ子 行番号

本則どおりの課税がなされたもの o ~ 1 :日

負担調整率1.1が適用されたもの 0:2iO 
上記以外のもの 11 1.2 11 0:3:。

言十 014io 
計 0;5;0 

第 60表昭和54年度K新たK法定免税点以上

Kなる見込みの土地K関する調

区 分 行番号 地 積 (m2
) 

9 I I 12 
I I 

法定免税点以上に左る見込みの土地 。:1iO 

納税義務者数

(人)

12 

------81 3 

813 

813 

昭和 54年度

分課税標準額

(千円) A 

24 

地 積 決定価格 課税標準額 筆 数

(千 m2
) (千円) (千円)

24 39 54 69 60 

-------------------------------- I 

2.253 17.677， 890 1 33.288 5.153 

22.53 17.677，890 1 33.288 5，153 

22.53 1ス677，890 ⑤ 1 33.288 
⑥ 

5.153 

左~係る昭和 1人当たり課税標準額

5 3年度分課 納税義務者数(人) A B 

税標準額(千円 )B C C t円) 仁 (円)

37 50 57 



W 償却資産に関する調

第69表 納税義務者数陀関する調

(11 

21 

担

第70表 償却資産の価格等陀関する調(市町村計)

事誕 3，321，813 3， 3 1 2，0 8 8 
38 51 

樋 知 決定 fllli m “世税併、時務{

(千，1))

構年
25 

21，497， 978121，363，656 

7， 1 5 1 

243，170 

zd
一
白
O

o
-
r
o
 

n
u
-
n
o
 

?
h

一
o
h

n
y

一
Z
J

R
d

一
R
J

一
マ
ん 1， 2 4 5 

zd
一
'a

nu
一
4
1

n
u

一，。
l

-

，
 

マ
ハ
一
白
0

9
一
3

5
一
5マん，

52，8 1 2，605 

ふ090，082

ふ090，082

A 
日 3 8，90 2，6 8 7 

同 内!市町村分の頭

上訳|道府県分の鎖 l1Mo
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第 71表 償却資産の価格等陀関する調(個 人 分 )

種 類 行番号

iトL1J|:;;:|12 
jl:空舶←

決定価l 終

(千円}

25 

107， 653 

134，164 

一一一一一一一一一一一トー

11，858 

謙税標準額の内訳

貌 |法第349条の5又は法附則第151
|条の規定叫通用を受けるも何1.1 (イ)以外のもの(弔斗)1 伴内)1 ." _. -， - ~ (押J)，P) 

諜税標準

107， 653 
初 151

一十一一一134，164 

11.858 

107，653 

134.164 

11，858 

:F「 額 レ------叫f斗lし--.----_.----ノ--ノぺJ一ノ------1ノつノつ|二竺竺Z三
」

l二二コン
1 ' ~L-------1-------- 1------

;(:卜一一 一 ←一一一一ーヒ ド----1 1 ___ ---------1----------

針山…11!の1351.1461 351.1461_____-------1----------

|市町村 分の額 |11Uoし一一一つ し----------I----~
上訳|道府県分の額 11両irJJri-プー -p_-~~~ _ .C============ L----------



第72表 償却資産の価格等陀関す る諦(法人分)

謀税線準額の 内 訳

種 要員 行番号 決定 IllIi 村+ d県税傑準穏
法条第の規34定9の条適の用5又を受Fは-法ける附も員l倒l(第千Fコ1j5 ) 

(イ)以外のも(千の州)，"1(千t'l) (千刊)

IJ: 1 i 01
12 25 

3， 2 0 4， 4 3 5 1
38 51 

五197，284oi 構 集 物 3，214，160 ス15 1 

町
0: 2:0 

村
機械及び装置 21，363，814 2 1， 2 2免492 243，170 20，986，322 ，-， 

R 
01510 か

船 舶

IdIi 
014:0 

ーヲー『

絡
航 空 機

等

を 車両&.び運鍛具 0:5，0 5 8 5， 1 4 5 585，145 585，145 
決

0: 6: 0 iE 工兵，器具及び備品 7，443，010 7， 4 4 2，3 8 7 1， 2 4 5 7，441，142 
し

017io ---------fι 論 '聖 額

も

σ3 計 い)01l810 32，606，129 32，461，459 251，566 3 2，2 0 9， 8 9 3 

法九
自治大臣が価格等を決 。!?!日 7， 640，658 6，090，082 -'-戸

---------‘第条 定し，配分したもの --___---
三閥 道府県知事が価絡等を

1loio 
J ♂-------------肖イ系 決定し，配分した、の

八

ー111ト121ト110 日 z二J二一-J一F一J一_-一r一_-←J戸→-一F一J一-一.--一~一J一-←-ト 小計_. (.=.) 7，640，658 6，090，082 

」一一----法第知 743条絡第等を1)長の規定により迫府
県事が{d!i 決定したもの 刷

ー一一一 ー- 一一 一 一
1: 3: 0 

---------
JJ一J 一一一JJ-JJ-JJ 

ぷロ弘、 計 付+(斗+附 40，246，787 38，551，541 

114! 0 一-一---一一一戸J 一J 一二二二Y
ト一一一一

同内 市町村分の額

上訳 道府県分の、観 1 :510 ____-戸__-- レー-----一 1----------一

-59-
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第73表 市町村長が価格等を決定したもののうち法第349条の 3又は法附則

第15条の規定の適用を受けるものに関する調(市町村計)

課税標準 課税標準額
区 分 行番号 決定価格 の特例率

A) x (~) (千円)
凶千円 (B) (C) (A) X (ーC) (D) 

明
12 3 3，547 25 1 27 3 29 1 1， 1 8 2 

第 1項(変，送電用資産)
42 1 7 2，1 5 1 55 2 57 3 59 1 1 4， 7 6 7 71 

。!51012 25 
1 

27 
3 129 

(鉄軌道用資産)
~42 55 

2 
57 

3 1
59 71 

第 2項
0151012 

25 
1 

27 
6 

129 

(新線立体交差化施設)
~42 55 

1 
57 

3 1
59 71 

0:7;01
12 25 

1 
27 

3 129 

第 5項(ガス事業用資産)
~42 55 

2 
57 

3 1
59 71 

第 4項(無公害化生産設備) O!9~0 112 25 
3 

27 
5 1

29 

法
~42 . 1

55 
3 1

57 
5 1

59 71 
第 5項(民生関連機械設備〉

第
第 6項(中小企業等共同利用設備) 1l 11012 

25 
1 

27 
2 

129 

第 7項(鉱用工資産業技術研究組合法適、) ~42 4，328 
55 

2 
57 

3 1
59 

2，886 
71 

百
1'5:01

12 25 
1 

27 
6 

129 

四
(外航船舶 ) 云:_::::?J42

1
55 

1 15712 59 71 
第 8項

十 (内航船舶) 1!5!0 
112 

1
25 

1 1
27 

2 
29 

九 第?項(国際路線用航空機) ~ 1
42 IO5 1 1

57 
3 

159 '1 

条

砂
12 25 

1 
27 

3 
29 

第 10項(離島路線用航空機) 42 5.5 
2 

57 
3 

59 71 
の

4/2/ 2 
112 

8，453 
25 

1 
27 

2 
29 

4，227 三第 11項(日本放送協会)

42 55 
1 

57 
3 

59 71 

第 12項(日本原子力研究所)
2: 1;。12 25 

2 
27 

3 
29 

~ 
42 

1
55 

1 同'3 59 71 

第 13項(
動力炉・核燃料開発事業
団 2~3~0 

12 25 
2 

27 
3 

29 

第 14項(新造車両) ~ 
42 55 

1 
57 

2 
59 71 

第 16項(本四連絡橋公団) 2:5:0 
12 25 

1 
27 

2 
29 

匝j 1
55 

1 1
57 

3 
159 71 

第 17項(自動車道構築物) 25 
2 

27 
3 

29 

-60一

課税標準 課 税 標 準 額

区 分 行番号 決定価格 の特例率 (B) (千円〉

仇j 千円 (B) (C) 
(A) X 

(ーC) (D) 

/142 55 
1 

57 
3 1

59 71 

第 18項(
河川事業等に係る鉄軌

道用資産 2:9;01
12 25 

2 
27 

3 1
29 

~r: 
55 

1 
57 

2 1
59 71 

第 19項(新東京国際空港公団)

第 20項(外貿湾頭公団)
12 25 

1 
27 

2 129 

.1 

/ 1
42 55 

2 
57 3159 71 

第 21項(路外駐車場)

3~3:0 1
12 25 

5 
27 ~ 129 

~42 55 
1 

57 3159 71 

第 22項(宇宙開発事業団)

ザ
12 25 

2 
27 3129 

42 55 
1 

57 3159 71 

法 第 23項(海洋科学技術センター) 25 
2 

27 
3 
129 

第 42 55 
1 

57 3159 71 

第 24項(熱供給事業用資産)

3!9!0 1
12 25 

2 
27 3129 

百
/1

42 55 
1 ~予

71 

四
第 25項(石油開発公団) 25 

2 
27 

3 
29 

十 第 26項(水資源開発公団)
42 55 

1 
57 

2 
59 71 

九
4:3!0 1

12 25 
2 

27 
3 

29 

条
旧第 1項(発電用償却資産)

時
42 55 

5 
57 

6 
59 71 

12 
1 7 7， 7 5 7 

25 
2 

27 
3 

29 
11 8.504 の |日第 4項(重要産業用合理化機械)

治
42 55 

2 
57 3159 71 

一一一 旧第 8項(国内路線用航空機)

12 25 
2 

27 
3 

29 

旧第 10項(1)(日本原子資力研究所
発電用産 ~42 55 

5 
57 

6 
59 71 

41910 
12 25. 

1 
27 

2 
29 

|日第 10項(2)(国内路線用航空機)

孟
42 55 

3 
57 

4 
59 711 

12 25 
3 

27 
5 

29 

(圏内路線用航空機〉 42 55 
4 

67 
5 

59 71 

旧第 10項(3)
5i51012 

25 
1 

27 
3 

29 

(離島路線周航空機)レ三

i
55 

2 
57 

3 
59 71 
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第 73表 市町村長が価格等を決定したもののうち法第 349条の 3又は法附則

第 15条の規定の通尉を受けるものK闘する調(市町村計)

lぷ税燃 す干1 @税燃料罪客員

区 分 行者5号 決定 価 総 の 特 例 本
1NX(-cB)l (干円)

(A)千円 (B) (C) (C) (0) 

II:l第 12Jti (動力炉 ・絞燃料開発'久) 5~5 : 0 112 25 2 27 3129 

業団発屯用資産 ~1 42 55 5 57 6 159 71 

5:7:01
12 25 27 29 

|卜l第 13項(立体交発化施設)

旧第 17 IJj (地下高架移設) ~42 55 2 57 3 159 71 法

附

1(1第 19項(鉄軌道法における地下
5191012 25 1 27 2 129 

道又は跨線道路橋

/6 /1
ケ0412

2 

55 
1 

57 
3 1

59 71 

25 
1 

27 
4 1

29 

|日第 26項(水資源開発公団)
~42 55 

1 
57 

2 1
59 71 

第 1項(日本自動車ターミナノレ断j) 6; 3!Ol12 
25 

1 一
7

2 1
29 

目IJ

第

五

生
n、

第 2項(水素化脱硫装置)
~42 55 57 

3 
59 71 

6;5
1
01

12 25 
1 

27 
3 1

29 

第 5項(鹿山漁村電気施設)

/ZF//Z 42 
55 2 57 3 159 71 

第 4項(外国貿必用コンテナー)
12 25 2 27 3 129 

〆2//
顎
/Z/ 412

2 

55 
2 

57 
3 1

59 71 
第 5項(康的備蓄設備)

第 6項(営業用倉庫の機械等)
25 

1 
27 

2 1
29 

第 7項(電子計算機) ~42 55 
5 

57 
6 

59 71 

第 8項(フェリー埠以)

与2
12 25 

2 
27 

3 
29 

第 9項(繊維試験研究用機械)
42 55 

1 
57 

2 
71 

書
25 

1 
27 

6 
29 

第 10項(工業用水道等転換設備) 42 55 
1 

57
12 

59 71 

第 11項(騒音防止施設等)
12 25 

1 
27 

3 
29 

課税標準 課税僚準額

区 分 行番号 決定価絡 の特例率
(A)×((ーCB))(

千

(D
円)
〉

(A)千円 (B) (C) 

第 12項(心身障苫者雇用施設) c;:;t: 55 
2 

57 
3 1

59 71 

第 13項(職業訓練施設)
12 25 

1 
27 

2 1
29 

第 14項(械野設菜備
供給安定茶金機 ~142 55 

1 
57 

2 1
59 71 

第 15Jjl (消火用尿外給水施設等) 7:9io 1
12 25 

1 
27 

3 1
29 

~42 55 
2 

57 
3 1

59 71 

第 16~長(国内路線用航空織)
8;1 ;oT2 25 

5 
'Lf 

6 I
'L'I 

111第 2項(1)(fi動列車停止装置)

論
4記 55 

7 
57

12 1
59 71 

12 25 
2 

27 
3 1

29 
111第 2Jjj(2) (自動列車伴止装置)

111第 5項(地中電線路) ~42 55 
1 

57 
2 1

59 71 

IH第 7Iti (特定航~機) 8:5:01
12 25 

1 
27 

3 1
29 

II(第 9Js(コンテナ一時頑) ~42 55 
1 

57 
2 1

59 71 

/口
、

計 8:7:0 
12 

3 9 6，2 3 6 
25 27 129 251，566 
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第74表 市町村長が価格等を決定したもののうち法第349.条の 3又は法附則

第15条の規定の適用を受けるものに関する調(個人分)

課税標準 課税標準額

区 分 行番号 決定価格 の特例率 (A)X~ーCB))(千(D円)) 
(A)千円 (B) (C) 

0: 1:01
12 25 1 27 3 129 

第 1項(変，送電用資産) ~42 55 2 57 3 159 71 

0:3~0 112 25 1 27 3 129 

(鉄軌道用資産)
~42 55 2 57 3 159 71 

第 2 項 。:5;0112 25 1 27 6 129 

(新線立体交差化施設)

告示::
55 

1 
57 

3 1
59 71 

25 
1 

27 
3 1

29 

第 5 項(ガス事業用資産)

~ 1
42 55 

2 
57 

3 1
59 71 

第 4項(無公害化生産設備) 0:9:01
12 25 

3 
27 

5 1
29 

第 5 項(民生関連機械設備) ~ 
142 55 

3 
57 

5 1
59 71 

第 6項(中小企業等共同利用設備) 1: 1;01
12 25 

1 
27 

2 1
29 

第 7 項(鉱南工資産業技術研究組合法適)、二フ 42 55 
2 

57 
3 1

59 71 

:1二
157101412

2 25 
1 

27 
6 1

29 

(外航船舶) 55 
1 

57
12 

59 71 
第 8項

( 内 航 船 舶 ) 1151012 
25 

1 
27 

2 
29 

711 

二7142 55 
1 

57 
3 

59 
第 9 項(国際路線用航空機)

示二7示。~
25 

1 
27 

3 
29 

第 10項(雛島路線用航空機) 55 
2 

57 
3 

59 71 

第 11項(日本放送協会) 1 :9;01
12 25 

1 
27 

2 
29 

フア 42 55 
1 

57 
3 

59 71 

第 12項〈日本原子力研究所)

ム/坦/ 

12 25 
2 

27 
3 

29 

42 55 
1 

57 
3 

59 71 

第 13項(動力炉・核燃料開発事業)、
団

与
12 25 

2 
27 

3 
29 

42 55 
1 

57 
2 

59 71 
第 14頃(新造車両)

2;5;0 
12 25 

1 
27 

2 
29 

第 16項(本四連絡橋公団)

~ 
42 

1
55 

1 
57 

3 
59 71 

第 17項(臼動車道構築物〉

2:7;0 
12 25 

2 
27 

3 
29 

-62-

課税標準 課税標準額

区 分 行番号 決定価格 の特例率
(A)X:一CBl) 

(千円)

(A)千円 (B) (C) (D) 

~42 55 
1 

57 
3 1

59 71 

第 18項(
河川事業等に係る鉄軌

道用資産
2!9!0 1

12 25 
2 

27 
3 1

29 

第 19項(新東京国際空港公団) ~142 55 
1 

57 
2 1

59 71 

第 20項(外貿峰頭公団) 311:01
12 25 

1 
27 

2 1
29 

論lJ:

55 2 57 3 159 71 

第 21項(路外駐車場)
25 5 27 6 129 

治::
55 

1 
57 

3 1
59 71 

第 22項(宇宙開発事業団) 25 
2 

27 
3 1

29 

~142 55 
1 

57 
3 1

59 

法 第 23項(海洋科学技術センター)

3!7!oT
2 25 

2 
27 

3 1
29 

第

治
42 55 

1 
57 

3 1
59 イ

一一 第 24項(熱供給事業用資産) 12 25 
2 

27 
3 1

29 

百

〆イで
42 55 

1 
57 

3 1
59 71 

四 第 25項(石油開発公団)

4: 1:0 1

12 25 
2 

27 
3 

29 

十
~42 55 

1 
57 

2 1
59 71 

第 2 6J羽 (;)<1古語~t開発公団)
九

4:3101
12 25 

2 
27 

3 
129 

条 IIJ第 1項(発電用償却資産)
~142 55 

5 
57 

6 1
59 71 

の

4:5:01
12 25 

2 
27 

3 1
29 

!日第 4J員(重要産業用合理化機械〉

I~j第 8 項(園内路線用航空機) ~ 1
42 

1
55 

2 1
57 

3 
159 71 

4:7:0 
12 25 

2 
27 

3 1
29 

|上i第 10項(1)(日本原子資力研究所
発篭用産

4

そ嬰
2こ

42 55 
5 

57 
6 1

59 71 

12 25 
1 

27 
2 1

29 

IIJ第 10項(2)(凶内路線用航空機) 42 55 
3 

57 
4 1

59 i1 

25 
3 

27 
5 1

29 

国内路線用航空機)[/142 55 
4 

57 
-5 

59 71 

I~l~ 1 0醐

IOIl"....，."''''i!IIll/5B 
25 

1 
27 

3 
29 

(離島路線用航空機~イ 42 55 
2 

57 
3 1

59 71 
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第 74表 市町村長が価格等を決定したもののうち法第 34 9条の 3叉は

法附員Ij第 15条の規定の通用を受けるものに関する調(個人分)

課税標準 説l税標準額

t{ 分 行番号 決定価絡 の特例率
(A) X!ーB) (千円)

(A)干jlJ (B) (C) (C) (D) 

5:5:01
12 25 2 27 3 29 

II::l第 12項(動力炉・核燃料開発 B算 首位 55 5 57 6 59 71 業団発電用資産

Il:l第 13項(¥l.体交1.化施設)
12 25 27 29 

I~J 第 1 7項(地下高架移設) ~42 55 2 57 3 59 71 

5191012 25 1 27 2 129 

I~J 第 1 9項(鉄軌道法における地下
道Xlま跨線道路橋

合
55 1 57 3 59 71 

12 25 1 27 4 29 

I~J 第 26 項(水資源開発公団)
~42 55 1 57 2 59 71 

第 1項(日本自動 1ftターミナノL.1fM) 6: 3loT2 
25 1 27 2 29 

第 2J(j (水素化脱硫装置) 二~42 55 1 57 3 59 71 

竺主
25 1 27 3 29 

第 3!(~ (鹿山漁村電気施設) 42 55 2 57 3 59 71 

第 4拶j(外凶貿易用コンテナー) 67;01
12 25 2 27 3 29 

第 5項(原油備蓄設備) ~42 55 2 57 3 59 71 

第 6Jtt (営業用f'tJl事の機械等)

442  

27 2 29 

第 7項(電子計算機) 55 5 57 6 59 71 

第 8項(フェリ一時頃) 7: 1:。112 25 2 27 3 29 

第?琴j(繊維試験研究用機械) コア 42 55 1 57 2 59 71 

7:3:01
12 25 1 27 6 29 

第 10 Jtj (工業用水道等転換施設)
~42 55 1 57

12 
59 71 

第 1P点(騒音防止施設等) 7;51012 
25 1 27 3 29 

課税僚準 課税標準額

I:i{ 分 行番号 決定価格 の特例率 (A)X~ーC B)(千円)
IA)千円 IB) (C) ) (0) 

第 12 項(心身障~.~者雇用施設) 合 42
55 2 57 3 59 71 

第 13 I(j (職業JI練施設〉
12 25 1 27 2 29 

法
第 14項(野設備菜供給安定法金機線 前:: 55 1 57 2 159 71 

附
25 1 27 3 129 

員1]
第 15羽(消火用屋外給水施設等)

.///T
2 55 2 57 3 159 71 

第

寸
第 16頃(凶内路線用航空機)

8111012 25 5 27 6 129 

五 111第 2項(1){自動列車停止装置) ~42 55 7 57
12 

59 71 

条
川第 2J点(21(fcl動列車停止装置) 8:3:01

12 25 2 27 3 29 

111第 5羽(地中電線路) ~42 55 1 57 2 159 71 

11:1第 7I:Il (特定航安機)

与
25 1 27 3 129 

111第 9羽(コンテナー埠頑)
42 55 '1 57 2 159 71 

メEコ泊、 計 8i71012 
25 27 29 
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第 75表 市町村長が価格等を決定したもののうち法第349条の 3又は法附則

第15条の規定の適用を受けるものに関する調(法人分)

課税標準 課税傑準額 課税標準 課税標準額
区 分 行番号 決定価格 の特例率

(A)×((ーCB)) (千円)
(A)千円 (8) (C) ID) 

区 分 行番号 決定価格 の特例寧 IA)X:ーC B)(千円)
(A)千円 (B) (C) ) (D) 

ザ
12 33，547 25 1 27 3 29 11，182 

第 1項(変，送電用資産)
42 1 7 2，1 5 1 55 2 57 3 1 1 4，7 6 7

71 
~ 55 1 57 3 159 71 

第 18項(河川事業等に係る鉄軌、) 
道用資産

2;9:01
12 25 2 27 3 129 

0~3⑪ 12 25 1 27 3 129 

(鉄軌道用資産)
~42 55 2 57 3 159 71 

第 2 項

0!5;O 1
12 25 1 27 6 129 

(新線立体交差化施設)

二~42 55 1 57 3 159 71 

~42 55 1 57 2 159 71 
第 19項(新東京国際空港公団)

第 20項(外貿惇頭公団) 3: 1;0 1
12 25 1 27 2 129 

~42 55 2 57 3 159 71 

第 21項(路外駐車場)
25 5 27 6 129 

話
25 1 27 3 129 

第 5 項(ガス事業用資産) 42 55 2 57 3 159 71 

第 4 項(無公害化生産設備)
12 25 3 27 5 129 

法
~42 55 3 57 5 159 71 

第 5 項(民生関連機械設備)
第

明
25 1 27 2 129 第 6 項(中小企業等共同利用設備)

一
一

第 7項(用鉱工資産
業技術研究組合法適 42 55 2 57 3 59 2，8 8 6一一n→| 4，328 

百

1 !る:01
12 25 1 27 6 129 

四 ( 外 航 船 舶 )

二~42 55 1 57
12 

159 71 
第 8項

十

41丙旦 12 

25 1 27 2 29 (内航船舶)
九

55 1 57 3 同予 71 
第?項(国際路線用航空機〉

条
12 25 1 27 3 29 

の 第 10項(離島路線用航空機)
~142 55 2 57 3 59 71 

一J 一

1:9:01
12 25 1 27 2 29 第 1パ項(日本放送協会) 8，453 4，227 

42 55 1 57 3 159 71 

第 22項(宇宙開発事業団)

3:5101
12 25 2 27 3 129 

~ 
42 55 1 57 3 59 71 

法 第 2:3項(海洋科学技術センター) 12 25 2 27 3 29 

第

主42 55 1 57 3 59 71 

一第 24項(熱供給事業用資産) 12 25 2 27 3 29 

百

~ 
42 55 1 57 3 59 71 

四 第 25項(石油開発公団) 12 25 2 27 3 29 
4! 1 ~O 

十

治
42 55 1 57 2 59 71 

第 26項(水資源開発公団)
九

12 25 2 27 3 29 

条 旧第 1項(発電用償却資産)

コフ 42 55 5 57 6 59 71 

の

4;5;0 12 1 7 7， 7 5 7 25 2 275 29 
旧第 4項(重要産業用合理化機繊) 1 1 8，5 0 4 

フフ 42 55 2 57 3 59 71 
旧第 8項(国内路線周航空機)

~42 55 1 57 3 r51手 71 

第 12項(日本原子力研究所)
2，1 iO 

]12 
1
20 

2 
27 3 129 

4;7:0 
12 25 2 27 3 29 

旧第 10項(1)( 日本原子力研究所
発電用資産 ~ 

42 55 5 57 6 59 71 

~ 
42 55 1 57 3 59 71 

第 13項(動力炉・核燃料開発事業
団

2:3!0 
12 25 2 27 3 29 4/2/ E 

12 25 1 27 2 29 

l制第 10項(2)(園内路線用航空機) 42 55 3 57 4 59 71 

~ 
42 55 1 57 2 59 71 

第 14項(新造車両)

2:5:0 
12 25 1 27 2 29 

第 16項(本四連絡橋公団)

治
42 55 1 57 3 59 71 

第 17項(自動車道構築物) 12 25 2 27 3 29 

L一一一---'-一一一一一

511 :0 
12 25 3 27 5 29 

(国内路線周航空機)

~ 
42 55 4 57 5 59 71 

|日第 10項(3) 扇町2 25 1 27 3 29 

(離島路線用航空機)ν~ 55 2 57 3 59 7 
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第 75表 市町村長が価格等を決定したもののうち法第 34 9条の 3叉は

法附則第 15条の規定の適用を受けるものに関する調(法人分)

諜税僚準 課税様準額

区 分 行番号 決定価格 の特例率

(AI千円 (BI (CI 
(A)×(lーC B)(千円)

1 (DI 

5:5:0 
12 25 2 27 3 29 

法合格 旧第 12項(動一砦 力炉・核燃料開発事
団発電用資産 ~ 1

42 55 5 57 6 59 71 

百 旧第 13項(立体交美化施設) 5:7:0 
12 25 27 129 

T 旧第 17項(地下局架移設) ~ 
42 55 2 57 3 59 71 

九 宅多
12 25 1 27 2 29 

条 旧第 19項(鉄軌道法における地下
の 道又は跨線道路橋 142 55 1 57 3 159 71 

一
6: 1:0 

12 25 1 27 4 29 

旧第 26項(水資源開発公団)

~ 
4￥ 

1
55 

1 
57 2 59 71 

第 1項(日本自動車ターミナル脚) 6:3!oI12 25 1 27 2 129 

第 2項(水素化脱硫装置) ~42 55 1 57 3 159 71 

必/盟/12 
25 1 27 3 129 

第 5項(農山漁村電気施設) 42 55 2 57 3 159 71 

法

附
第 4項(外国貿易用コンテナー) 6:7:01

12 25 2 27 3 129 

則 第 5項(原油備蓄設備) /142 55 2 57 3 159 71 

第 第 6項(営業用倉庫の機械等) 6!9!0112 
25 27 2 129 

十 第 7項(電子計算機) ~42 55 5 57 6 159 71 

五
第 8項(フェリー偉頭) 7:1~0 

12 25 2 27 3 129 

条
第?項(繊維試験研究用機械) ~142 55 1 57 2 159 71 

25 1 27 6 129 

第 10項(工業用水道等転換設備) 42 55 1 57
12

159 71 

第 11項(騒音防止施設等) 巳旦二一一
25 1 27 3 129 

課税標準 課税標準額

区 分 行番号 決定価格 の特例率
(A)X~ー8C))(千(D円)) 

(A)千円 (B) (C) 

第 12項(心身障害者雇用施設) /'イ 42 55 2 57 3 159 71 

第 13項(職業認l晴施設) 7:7;0 f2 
25 1 27 2 129 

第 14項(設野備菜供給安定基金機械 ~142 55 1 57 2 159 71 
法

附 第 15項(消火用屋外給水施設等) 7:9:0 r2 25 1 27 3 129 

員IJ

前::
55 2 57 3 159 71 

第 第 16項(園内路線用航空機)
25 5 27 6 129 

十
~42 55 7 57

12 
159 71 

五
IU第 2項(11(自動列車停止装置)

条 |日第 2項(21(自動列車停止装置) 8:3!0 1
12 25 2 27 3 129 

II:l第 5項(地中電線路) /お~す./142 55 1 57 2 1
59 71 

!日第 7項(特定航空機)
12 25 1 27 3 129 

II::l第 9項(コンテナー偉頭)

前
42 55 1 57 2 59 71 

辺ロ、 計 12 3 2_6.2 3 6 
25 27 

29 251.566 
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第 76表 昭和53年度償却資産の段階別納税義務者数等に関する調 (市町村計)

(概要調書補足調査)

区 づ子 行番号 納税義務者数 (人) 課税標準額 (千円)

100万円未満のもの 90; 1: 0 12 117 幻 7 5， 1 9 0 

100万円以上 110万円未満のもの / 
34 1 8 43 18，849 

110万円以上 120万円未満のもの 55 1 4 65 16.238 刀

1207j円以上 130万円未満のもの 0:4:。12 8 21 9.8 4 2 

130万円以上 140万円未満のもの γ 34 1 0 43 13，393 

140万円以上 150万円未満のもの 55 8 65 11，550 77 

150万円以上 160}j円未満のもの fヲ
12 1 8 21 27， 858 

160万円以上 170万円未満のもの 34 1 7 43 27， 934 

170万円以上 180万円未満のもの 55 1 4 65 24，437n 

180万円以上 190万円未満のもの 1: 0:。12 1 1 21 20，231 

190万円以上 200万円未満のもの / 
34 6 43 11.685 

200万円以上 300万円未満のもの 55 8 1 (/j 204，151 77 

300万円ιL上3，000万円未満のもの

fヨ
12 254 21 2，2 7 6，8 2 8 

3，蜘万円以上 l億円未満のもの 34 
4 0 43 1，893，955 

1億円以上のもの 55 
3 0 

(/j 34，345，736 77 

計 1 :6:0 12 
646 

21 3 8，9 7 7. 8 7 7 

レイ
34 

4 43 6，090，082 言十
の

条関係凧 知輔己分分 55 65 71 

訳内
法第 743条陶係 1:γ:。12 21 33 
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昭和53年度市町村交付金の受付額等 K関する調

園 有 資 童

区 分 行番号 台 慣 価 格 (通知価格)
安算定額君臨領 ω付 x 話金仰句額， 土 地 〈千円〉 .. 置 (千円} 償却費量〈千円} 酎 f千円) (千円) ω 

住係 2ノ'10自適用があるも申 0: 1 i 0 1
12 22 31 ‘。 国 60 71 

貸 る

一一一一一一一 一一一一一一一付 宅 も
2..5/'Oo適用が，.るもむ 0:2:0 71，712 71，712  17，927  250，980  

• ICO 1".1¥0自適用が曇るもむ 0:3:0 17，756  144，561 1， 1 5 4 163，471 65，386  9 1 5，400  
住宅以外むもむ 0:4:0 6 2 6 2 6 2 860  

意

tt 。:5:0 8 9， 530 144，561 1， 1 5 4 2 3 5，245  83，375  1，167，240  

Zi 4用舵eす圃5障 金保Q 町抑制叫Q~ø 0:6:0 
宅 も 2.~00適用が畠るもD 0:7:0 一一一一一一一 一一一一一一一
IC o I Y，oo適用が晶るも申 0:8:0 

住宅以外白も白 019:0 

tt 1: 0: 0 

固有林野に係る土地 1! 1: 0 
一一一一一一一 〕一一一一一一

所電 発地刀~~I ~ 自適用が曇るも白 112: 0 
一一一一一一一 一一一一一一一 一一一-一一一ー 一一一一一一一 一一一一一一一

一二=ー一三一二戸戸二一二戸戸一二ー二ー一戸二戸二一ーー二=一ー一ー j 

a‘鷹-叉総主E @ -e蔵 傘ahRe、始坑句@。酬酒珊eヨ伊a4bH&‘e白
1: 3: 0 

一一一一一ーで 一一一一一一 ーーーーーーーーーーー一ーーーーーーーーーー一ー一ーー 一一一一一一一一一一一一一一- 一一一一一一一一一一一一-一1: 4: 0 

三三三 一一一一一一一

TF 2的援のa定音aグA回a'的k 録2" る多目ダA2 色 % 咽榊“H

1: 5: 0 

供 ち;'2<1)適用が畠るも白 1: 6: 0 
す

る も~o (l)適用があるもC 1: 7: 0 

用 Z %自適用が晶るもり 1: 8: 0 
一一一一一一一2す 産貴 %0適用があるも申 1: 9: 0 一一一一一一一

る 特~例率い四適も用白が 2:0:0 

定2固 変但電用所K 又供はす送る固電定施量般 2: 1: 0 

膏f 2:2:0 

2:310 一一一一一一一 一一一一一一一 言三 一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー

一一一一一一一一
宝・霞増，k @m時吋...届gdbE r 折盆始目@。遭即局がa日bQも@@ 

2:4:0 

一一一一一一一一一一一一戸ー 一一一一一一一一一一一一一ー 一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一-2:5:0 
一一一一一一一自 特主例率い。適も用むが 2:6:0 

一一一一一一 一一一一一ー一 一一一一一一「 一一一一一一 一一一一一一 一一一一一一
づP 瞥 向f意E重，Adh 色Ytn

O温販が。るも@ 2:7:0 
一一一一一一一

定産固量 針。白適用出島るも回 2:8:0 
一-一一一一

特念例事い由適も用むが 2:9:0 
一一一一一一 一一一一一一

酎 3:010 
合 針 国竺10 8 9，530 144.561 1. 1 5 4 _2豆 5，2 4 5 8三玉7_5 1.167.240 
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昭和53年度市町村交付金の交付額等陀関する調(つづき)
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